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第５２１回（定例）福崎町議会会議録

令和７年１２月１８日（木）

午前９時３０分 開 議

○令和７年１２月１８日、第５２１回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。

○出席議員 １４名

１番 中 田 貴 子 ８番 田 中 康 智

２番 牛 尾 成 利 ９番 住 谷 庸 子

３番 牛 尾 雅 一 １０番 北 山 智 恵

４番 大 住 文 子 １１番 前 川 裕 量

５番 三 輪 一 朝 １２番 城 谷 英 之

６番 𠮷 高 平 記 １３番 植 岡 茂 和

７番 小 林 博 １４番 竹 本 繁 夫

○欠席議員（な し）

○事務局より出席した職員

事 務 局 長 澤 田 和 也 主 事 阿 保 佑 夏

○説明のため出席した職員

町 長 尾 﨑 吉 晴 副 町 長 近 藤 博 之

教 育 長 髙 橋 渉 公 営 企 業 管 理 者 福 永 聡

技 監 津 田 知 宏 町参事兼総務課長 岩 木 秀 人

企 画 財 政 課 長 蔭 谷 秀 樹 税 務 課 長 岡 本 昌 文

地 域 振 興 課 長 成 田 邦 造 住 民 生 活 課 長 山 本 克 典

福 祉 課 長 小 幡 伸 一 ほ け ん 年 金 課 長 西 村 由紀子

農 林 振 興 課 長 山 下 勝 功 ま ち づ く り 課 長 増 山 剛

上 下 水 道 課 長 橋 本 繁 樹 会 計 管 理 者 福 永 知 美

学 校 教 育 課 長 吉 髙 美 鈴 社 会 教 育 課 長 木ノ本 雅 佳

○議事日程

第 １ 一般質問

○本日の会議に付した事件

第 １一般質問

第１号 １０番 北 山 智 恵 （１）移住定住について

（２）区域区分（線引き）の見直しについて

第２号 ２番 牛 尾 成 利 （１）令和８年度予算編成方針について

（２）福崎町立文化施設の運営について

（３）福崎町内の中小企業者支援について

（４）町ぐるみ健診の項目について

（５）町職員の働き方改革について

第３号 ９番 住 谷 庸 子 （１）孤独・孤立対策の取組について

（２）町の下水道事業について
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第４号 ８番 田 中 康 智 （１）行政改革について

（２）市街化調整区域及び都市計画区域外の

活性化について

第５号 １番 中 田 貴 子 （１）公共施設整備事業について

（２）ファミリーサポートセンター設置事業

について

（３）継続質問

第６号 ４番 大 住 文 子 （１）老朽化した公共施設の課題と今後の整

備方針

（２）重点支援地方交付金の活用

（３）福崎駅周辺の土地利用の方針

開 議

議 長 皆さん、おはようございます。

ただいまから本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は１４名でございます。

定足数に達しております。

それでは、これより本日の日程に入ります。

本日の日程は、配付しております議事日程に記載のとおりであります。

日程第１ 一般質問

議 長 日程第１は、一般質問であります。

１番目の質問者は、北山智恵議員であります。

質問の項目は

１、移住定住について

２、区域区分（線引き）の見直しについて

以上、北山議員。

北山智恵議員 おはようございます。議席番号１０番、北山智恵でございます。議長の許可を

いただきまして、通告に基づき、一般質問をさせていただきます。

今回の一般質問は、移住定住の促進について、区域区分（線引き）の見直しに

ついてを質問させていただきます。

一見すると、この２つは関係性がないように思われるかもしれませんが、どち

らも人口増や税収増などといった福崎町のさらなる豊かなまちづくりのためには

欠かせない政策となると私は考えております。

まず、移住定住の促進についてです。

兵庫県は美しい自然、豊かな歴史、活気のある都市生活など、多様な魅力のあ

るエリアです。また、子育て支援の充実度や公共交通機関の利便性、治安の心配

やお勧めエリアなど総合的な魅力と住みやすさがあると思います。そのほぼ中心

に福崎町が位置しています。

そこで質問です。福崎町の魅力についてお伺いします。

次に、定住移住に向けて神崎郡３町とハローワークが連携して取り組んでおら

れます「就職フェア」をエルデホールで毎年開催されているとお聞きしておりま

すが、これはいつからこのようなフェアを開催されるようになりましたでしょう
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か。また、求人事業所数や、どういった業種が多いのか、職種など、前年度と比

較してどうかを教えてください。

地域振興課長 福崎町は、大手不動産会社が毎年企画しています「街の幸福度＆住み続けたい

街ランキング」におきまして２０２３年は街の幸福度、兵庫県のランキングです

が、１位です。それから２０２４年、２０２５年は２位となっています。

子育て支援、福祉施策、住環境の整備、商業施設の充実、アクセスのよさ、豊

かな自然など、地域の魅力がいっぱい詰まったコンパクトなシティでございます。

ぜひ福崎町に住んでいただきたいと思っております。

次に、神崎郡３町とハローワークが連携して取り組んでいます「就職フェア」

ですが、令和３年から始まり、令和７年度で５回目となります。

求人事業所数は約２０社で、７から８割程度が「製造業」でございます。

参加求職者数は、昨年度より１．５倍増加し、７０人となりました。

令和７年度は、小売業、旅館業等の参加事業所が加わり、事務・営業・販売・

サービスといった職種の求人件数・求人人数が３倍程度増えたことが参加求職者

の増加要因と考えております。

北山智恵議員 就職フェアはどのような周知方法をされていらっしゃいますか。

地域振興課長 本年度は各戸回覧やホームページで周知を図っております。

北山智恵議員 福崎町のホームページを拝見しましたら、既にフェアが終わったためか、就職

フェアのページを探せなかったのですが、開催前はスマホやパソコンから福崎町

のホームページのホーム画面から分かりやすく掲載されていましたか。

地域振興課長 町のホームページのトップページの新着情報から見れるようにしておりまし

た。

北山智恵議員 分かりました。参加事業所数は約２０社とのことで、あまり多くないように思

うんですけども、企業側はどのようにしてこのフェアを知ることができますか。

町から企業側へアプローチはされていますか。町経由で参加事業所の雇用につな

がれば、その事業所に何かメリットがあるような政策があれば、参加事業所が増

えたりするのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

地域振興課長 ハローワークより、企業側へ募集をされています。エルデホールの規模では２

０社程度でほぼいっぱいの状況でございます。また、参加企業への町からの施策

につきましては、今のところありませんが、地域の中小企業の人材不足の解消、

雇用創出、地域経済の活性化にも役立っておると考えています。

北山智恵議員 分かりました。この就職フェアで就職された方は、町内の方と町外の方はどち

らが多いか分かりますか。

地域振興課長 就職者の個人情報となりますので、ハローワークより教えていただけないため、

分かっておりません。

北山智恵議員 工業団地で働かれている方がどこに居住しているかまで町側で把握できると、

今後の移住・定住の実態調査になり、さらなる移住・定住に向けた政策を進めて

いくのに重要な資料になるのではないかと考えるんですけども、データ収集する

べきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

地域振興課長 毎年、工業団地立地企業状況調査を実施しております。令和７年度の調査結果

となりますが、従業員の約３割が神崎郡、約５割が姫路市に居住されています。

ただ、この就職フェアで雇用された方が、町内に移住されたかどうかという確認

まではできておりません。

北山智恵議員 町のホームページを見ますと、パソコンから見る際は、ホーム画面の移住定住

からハローワークという流れで、住むところ、働くところを探すことができまし

た。しかし、スマートフォンから町のホームページを見ると、移住定住について、
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ハローワークについて、探そうとしても非常に分かりにくかったです。求職者が

町のホームページから職を探すのはまれかもしれないんですけれども、何でもス

マートフォンで完結してしまう世の中なので、スマートフォンから見られる方も

増えているのではないかと思うのですが、移住定住、ハローワークについて検索

しやすいように改善すべきではないでしょうか。

企画財政課長 １２月下旬、来週になりますが、町のホームページのトップページをリニュー

アルいたします。スマホ版につきましても、トップページの画面を変更いたしま

す。

今後、スマホ版のリニューアル後は、トップページの右上に検索の欄を設けま

すので、そこからサイト内検索でキーワード入力をしていただくと該当のページ

が探しやすくなると思っております。

北山智恵議員 今後探しやすくなるということで、引き続きよろしくお願いします。

福崎町ホームページの「移住・定住」のタブをクリックすると、「移住希望者

向け動画」と「兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業について」のこの２つ

の文章しか出てきませんでした。近隣市町で移住定住に力を入れている神河町や

加西市のホームページを見ると、「住まい・子育て・仕事・医療・支援制度」な

ど項目が多くあり、写真やイラストで見やすいと感じました。福崎町は移住・定

住の冊子を作られていて「町独自にやっている行政サービスがある」と明記され

ていました。町のホームページには今現在、「移住・定住」のところに移住支援

金についてしか記載されていません。

福崎町では妊娠・出産、保育、福祉医療について受けることができるサービス

があるので、「移住・定住」のところに併記しないのはもったいないと感じます。

福崎町は子育てしやすいまちを前面に出し、移住定住を進めてこられました。

その効果もあり、長年人口２万人を維持していましたが、近年１万８，０００人

台まで減少しているのは、全国的な少子化による人口減少と子育て支援が市町間

で競争になり、子育て世代の取り合いになっているのではないかと思います。

せっかくアピールできる施策が福崎町にあるので、これをぜひ掲載されてはい

かがでしょうか。

地域振興課長 福崎町に住まれた方が受けることのできる行政サービスを併記していくことは、

丁寧で分かりやすいと考えておりますので、掲載したいと思います。

北山智恵議員 ありがとうございます。ぜひ掲載していっていただきたいと思います。

あと、神河町、加西市のホームページは「住まい」から空き家バンクに移動で

きるようになっていました。福崎町ホームページのパソコン版は「移住・定住」

のタブから、さらに「移住希望者向け動画」をクリックしないと「空き家バンク」

を見ることができませんでした。ホームページを見ている方に、もっともっと分

かりやすく伝わりやすいものへと変更し、活用していくことが移住・定住の第一

歩ではないかと思います。いかがお考えでしょうか。

地域振興課長 そうでございます。分かりにくい状況ですので、見やすくなるように工夫した

いと考えます。お願いします。

北山智恵議員 引き続きよろしくお願いします。

あと、町のホームページの「兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業につい

て」なんですけども、これは兵庫県の事業とのことなんですが、いつから始めら

れ、福崎町での実績はいかがでしょうか。

地域振興課長 令和元年度から始まっている県の事業でございます。この事業は、町が２５％

を負担しています。内容は、東京圏域で５年以上在住または勤務された方が町内

に移住され、５年以上継続して居住し、兵庫県内の指定された事業所に就職また
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は起業された方が対象となります。世帯で移住された方は１００万円、それに子

ども２人までプラス２００万円が上乗せされます。また、単身で移住される方は

６０万円となります。令和４年度に１件の実績がありました。その後はございま

せん。

北山智恵議員 １件の実績ということで、まだまだもっと周知していかなければいけないとい

うことが分かりました。

あと、移住・定住につなげるため、各市町村でいろいろな取組をされています

が、福崎町ではどのような施策をされているかお聞きします。

また、ほかに町独自の行政サービスで検討中のものや、県と町で一緒になって

できる事業などあれば教えていただきたいです。また、ある場合はその事業の詳

細な説明もお願いします。

地域振興課長 町施策としましては、先ほど議員さんが言われましたとおり、子育て・福祉医

療などの行政サービスがございます。また、都市計画の制度になりますが、市街

化調整区域において、特別指定区域の地縁者住宅区域では地縁者が定住、新規居

住者区域では町外の方が移住できるよう戸建て住宅が建てられやすくなっていま

す。また、空き家の改修工事に要する費用の一部を補助する空き家活用支援事業

では、若い方が本町で定住していただくような住宅型の若者・子育てタイプを設

けております。ですので、移住を考えられる方の多くが、福崎町を選んでもらい

たいし、住んでいただきたいと思っています。

また、県との共同事業につきましては、研究させていただきます。

北山智恵議員 分かりました。ありがとうございます。県との共同事業についてはぜひとも積

極的な事業を進めていただきますよう、県に働きかけを引き続きよろしくお願い

します。

また、移住を検討している方からすると、仕事と住まいをどうするかが重要に

なってくると思います。行政もこの２点を意識して支援を行う必要があると思い

ますので、引き続きよろしくお願いいたします。

続いて、２番目の区域区分（線引き）の見直しについてでありますけども、市

街化調整区域では少子高齢化及び人口減少の影響で活力が失われつつあります。

６月議会でも空き家対策を中心に一般質問をさせていただきましたけれども、

引き続き市街化調整区域の活性化の方策についてお伺いしたいと思います。

平成１４年に兵庫県が全国で初めて「都市計画法施行条例」を施行し、特別指

定区域制度を創設しました。その第１号の指定が「西大貫地区」だったと聞いて

います。

すみません、議長、ここで資料配付の許可をいただきたいのですがよろしいで

しょうか。

議 長 許可をいたします。

北山智恵議員 ありがとうございます。ＳｉｄｅＢｏｏｋｓの議会資料から、定例会・臨時会、

第５２１回定例会で一般質問の北山のフォルダに入っていただき、特別指定区域

のＰＤＦをご覧いただきたいと思います。

第１号の西大貫から今までこれだけの地域が指定されて、その２ページ目に、

兵庫県全域の図が、指定された図が表示されているかと思うんですけども、今、

福崎町、その中でも、まだ田口地区以外が指定されている図になっていると思う

んですけども、もう一つ、福崎町内の特別指定区域の全体位置図というＰＤＦも

あるので、それもご参照いただきたいんですが、そこには第１号の西大貫から、

今まで色づけされている箇所がこれまでの指定された地域になるということで、

結構多くあるかと思うんですが、当時の福崎町の人口の面で見ると、平成元年か
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ら平成１４年まで、途中、増減はありますけども約１万９，１００人から約１万

９，７００人へと増加している中で、今ほど財政難とはなっていなかったと思う

のですが、その中で市街化調整区域の産業衰退や宅地と農地が混在するなど、土

地利用の混乱などをいち早く問題意識され、どの他府県よりも早く、どの兵庫県

内の市町よりも早くこの制度を取り入れられ、事業を進めてきてこられた福崎町

の町長はじめ課長、職員の皆様に感謝申し上げたいと思います。

この特別指定区域なんですけども、福崎町内の市街化調整区域にある全自治会

に指定を広げられておられるんですけども、地縁者住宅及び新規居住者住宅の実

績として、これまで何戸建ったのでしょうか。

まちづくり課長 令和７年３月末現在で地縁者住宅は２２７件、新規居住者住宅は８件でござ

います。

北山智恵議員 地縁者住宅の建築実績に比べて、新規居住者の住宅の実績が極端に少ないのは

どういった理由でしょうか。

まちづくり課長 新規居住者住宅が少ない要因といたしましては、地縁者住宅の区域の範囲が

３４６ヘクタールと比較しまして４．１ヘクタールということで、小さいことが

考えられます。

北山智恵議員 新規居住者区域の面積がとても小さいんですけども、拡大することは可能でし

ょうか。

まちづくり課長 新規居住者区域につきましては、地元集落の意向を反映した範囲となってお

ります。広げようとするには、再度、地元集落において再考していただく必要が

ございます。

北山智恵議員 地縁者住宅区域に係ることなのですが、近隣の市街化調整区域で通算１０年以

上住んでいる方はその区域に家を建てることは可能なんですけども、福崎町内の

市街化区域で生まれ育った方が福崎町に帰ってきて、地縁者住宅区域で家を建て

ることができないという例を多く聞いています。これは改善できないでしょうか。

まちづくり課長 議員さんがおっしゃるとおり、地縁者住宅を建てることができる対象者は隣

接の市街化調整区域に１０年以上お住まいの方のため、例えば、福田の市街化区

域で通算１０年以上お住まいになられても、同じ福田の特別指定区域に家を建て

ることができません。そういった事象を解消するために、令和８年度には特別指

定区域の見直しを予定していますが、それに合わせて近隣の市街化区域であって

も通算１０年以上お住まいの方は対象となるようにしていきたいというふうには

考えております。

北山智恵議員 そのようにお願いいたします。

あと、特別指定区域制度なんですけども、定期的に自治会に働きかけて見直し

をされていると聞いていますが、区域の拡大、特に新規居住区域の指定には苦労

があると思います。幹線道路沿いなど建築しやすそうな農地は農振農用地であっ

たり、自治会内の土地でも、どこを指定するかは、区長さんや役員だけでは決め

るのは難しい面があると思います。

新規居住者区域を拡大するのは難しいということでしたら、特別指定区域と空

き家を連動できないでしょうか。市街化調整区域の空き家には農地つきのものも

多くあり、空き家と農地をセットで売却を希望されている場合も多いと思います。

調整区域で住宅を建てたいと思ったときに、まず親や親戚を頼るかと思うんです

が、しかし、家を建てるのに適した土地がない場合、特別指定区域内の土地を誰

かから譲ってもらうことになると思います。

６月の一般質問で、空き家等活用促進特別区域に指定されたメリットをお伺い

しました。
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空き家を更地にしても再築できたり、カフェ、事務所等への用途変更が容易に

なるとのことでした。

特別指定区域と空き家バンクを含む農地つきの空き家などの情報が１枚の地図

で確認できれば、市街化調整区域への移住・定住の選択肢が増えるかと思うんで

すけども、いかがでしょうか。

まちづくり課長 参考となるご提案をいただき、ありがとうございます。

空き家バンクの情報につきましては、ホームページで公開しておりますが、そ

の空き家の所在位置につきましては、例えば福崎町南田原という具合に大字を掲

載しています。これは地図でその場所が示されていれば、空き巣などの防犯上の

観点から詳細な位置情報は現在掲載をしておりません。このため、移住・定住先

を決める選択肢として、そうした図面があれば大変分かりやすいのですが、防犯

上の観点から地図での表示は困難であるというふうには考えております。

北山智恵議員 あれば便利かと思ったんですが、防犯上の観点から表示できないということな

ので、これはちょっと進めることができないということが理解できました。

あと、近隣の加西市の都市計画区域に占める市街化調整区域は約９５％で、市

街化区域は５％しかありません。その市街化調整区域に人口の６５％が住んでお

り、昭和４６年の線引きという表現になるんですけども、市街化区域と市街化調

整区域に分けることなんですが、以降、厳しい建築制限が地域衰退の要因と考え、

令和７年度末、来年の３月に区域区分の廃止を進められています。

福崎町も市街化区域が１１．４％、市街化調整区域が８８．６％と、加西市と

同じく市街化調整区域の割合は大変大きいんですけども、市街化調整区域内でも、

この場所はもっと有効な土地利用をするべきではないかと思われるところもたく

さんあります。

福崎町も区域区分を廃止にしてはいかがかと思うんですが、区域区分を廃止す

るにはどういった手続が必要になりますでしょうか。また、それにどのくらいの

期間がかかりますか。

まちづくり課長 区域区分の廃止の手続についてでございますが、この手続には、おおむね５

年から６年が必要だとされております。１年目、２年目につきましては、線引き

廃止による影響調査、地元意向の確認。３年目、４年目につきましては、土地利

用計画の見直し、土地コントロール手法の検討、県による広域調整。５年目、６

年目につきましては県が国と協議を行うことというふうになっております。

北山智恵議員 大変さっとできるものではないということを理解できました。福崎町も区域区

分の廃止に向けて取り組む予定はないということなんですけども、検討しない理

由としてはどういったものがありますか。また、そのデメリットは何と考えてい

らっしゃいますか。

まちづくり課長 福崎町におけます市街化調整区域内の建築制限における規制緩和といたしま

しては、特別指定区域に取り組んでいること、また戸建て住宅につきましては、

集落区域で１０年以上経過した住宅であれば、建築物の用途変更を行う手続をす

れば、令和５年４月より誰でも住むことができ、また建て替えもできる等、居住

者の限定はなくなっていること。このほか、令和６年６月に兵庫県から福崎町全

域を空家等活用促進特別区域に指定されたことによりまして、これまでは都市計

画の区域区分前に建てられた空き家を建て替えの予定なく除却しますと、原則、

再建築は不可能でありましたが、この区域に指定されたことにより、除却される

前に、区域区分日前に建てられた家であるという区域区分日前建築届出空家等確

認申請書を提出する必要がございますが、建築可能になるなど、少しずつではご

ざいますが、対策を講じていることによりまして、今後、検討の必要はあろうか



－8－

と思いますが、現在取り組む予定とはしていません。

また、デメリットといたしましては、住宅等がばら建ちする可能性があること。

また、それに伴いまして、上水、下水のインフラ整備が必要となること、また制

限が緩くなるため、迷惑施設などの建物ができてしまう可能性がございます。

北山智恵議員 分かりました。福崎町が仮に区域区分を廃止した場合、具体的には、市街化調

整区域はどのような規制緩和がなされますか。

まちづくり課長 建築の規制が緩和されるため、誰でも戸建て住宅が建築可能になります。ま

た、既存工場などの拡張、移転がしやすくなります。

北山智恵議員 分かりました。福崎町も区域区分を廃止した場合、市街化調整区域では新たに

土地利用をコントロールするような規制は必要でしょうか。

まちづくり課長 仮に、線引きを廃止した場合、まず市街化区域の用途地域につきましては、

市街地としての町並みを維持するために、そのまま残しておく必要があると思わ

れます。

一方、市街化調整区域につきましては無秩序な町並みとならないように土地利

用をコントロールする必要があるため、独自のルールとしまして、特定用途の建

築物の立地を制限する特定用途制限地域を設定することになります。これは各集

落の特性やニーズに応じまして、きめ細かく区域及び立地規制基準を設定する必

要がありまして、戸建て住宅以外は用途や規模等を制限するゾーン設定を行うも

のになります。

北山智恵議員 加西市のように、「区域区分」を廃止して、特定用途制限地域が合わないこと

があれば、その都度、修正できるようにしてはいかがでしょうか。当初は完璧な

ものがつくれたと思っていても、途中で合わない点っていうのは出てくるかと思

います。

当初から完璧なものをつくるのは難しいですし、その都度修正していくことが

できれば、最終的によいルールづくりができるのではないかと思いますが、いか

がでしょうか。

まちづくり課長 先ほど申し上げました特定用途制限地域につきましては、町主体で定めるた

め、町の権限により暮らしの変化や社会の変化により対応は可能となっておりま

す。また、必要に応じまして、その都度修正することは可能となっております。

ただし、特定用途制限地域の範囲や基準を設定する上で、特別指定区域をしてい

る区域に関しては、その特性や建築可能な用途・規模を十分に踏まえ、必要以上

に立地可能な範囲を拡大しないこととされています。このため、現在の特別指定

区域の範囲内において、特定用途制限地域のゾーン設定を行うこととなります。

北山智恵議員 分かりました。加西市に平成３０年の１２月１日にオープンしたホテルルート

インなんですけども、あれはもともと福崎町に建設したいと考えていたと聞いて

います。一定数のお客さんが宿泊できるホテルが福崎町にあれば、工業団地関係

の出張の方や来客の方、あと最近では河童関係で福崎町の旅行者などが宿泊でき

るようになり、少しでも福崎町でお金を使ってくれるようになり、観光業も栄え

るのではないかと思うんですけども、建築できる土地がなかったため、町内に建

設を断念されたとすれば大変もったいないことだと思います。乱雑な都市形成は

駄目ですが、もう少し土地利用を柔軟にしていかなくてはいけないかと思うんで

すが、いかがでしょうか。

まちづくり課長 ホテルルートインさんに関しましては、市街化区域内で候補の土地はあった

みたいですが、近隣住宅への日影等の影響を懸念されまして、断念されたという

ふうにお聞きしております。

仮に、ホテルの建設候補地が用途地域の建築物の用途制限により、建築不可と
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なる場合は、県や地元と協議は必要になりますが、建築可能となるよう用途地域

の範囲の見直し等、対応はしたいというふうに考えております。

北山智恵議員 ぜひ、またそういった機会があれば検討、見直しのほう、よろしくお願いしま

す。

あと、工業団地内の企業で、既存の施設では足りなくなって、ほかにも工場や

倉庫を増やしたいという企業は多くあると聞いております。区域区分の廃止を早

期に取り組まないのであれば、地区計画や特別指定区域制度を利用して、その地

域に合った特性を生かした村の活性化、ひいては町の活性化につなげてはと考え

ますが、いかがでしょうか。

まちづくり課長 工業団地のような規模が大きい工場は特別指定区域では困難で、また農業振

興地域がその範囲として含まれる場合はハードルは高いですが、企業と地元がマ

ッチングするのであれば、地元集落の活性化並びに町の活性化につながるよう特

別指定区域や地区計画で対応していきたいというふうには思っております。

北山智恵議員 引き続きよろしくお願いしたいと思います。

あと市街化調整区域で家を建てたいと役場へ相談した方から、農振農用地なの

で農地転用できませんと言われたと聞きました。ほ場整備を実施した優良農地は

転用するのが難しいのは分かるんですけども、集落に近く、今後ほ場整備の計画

がない農地や、過去にほ場整備に参加しなかった小さな農地まで農振農用地に指

定しておく必要があるのでしょうか。

農振除外は個人では手続が大変だと聞いています。特別指定区域の見直しに合

わせて、農振農用地の見直しはできないのかお聞きします。

農林振興課長 まず、この農振農用地でございますが、県が農業振興地域として総合的に農業

の振興を図ることが相当な地域を、町は農用地区域として、将来的に農業上の利

用を確保すべき土地として設定した区域として「農業振興地域整備計画書」を策

定することとなってございます。

この整備計画書は、おおむね５年ごとに基礎調査を実施しまして、また必要が

生じた場合には計画変更を行うことというふうにされてございます。

その他、県の基本方針の見直し・農業振興地域の区域変更や経済事情の変動、

その他の情勢の変化によりましても、変更の必要が生じた場合にも変更するとい

うふうにされております。

しかしながら、この区域からの除外には６項目の要件がございまして、その全

てを満たす必要があり、議員が言われましたように、ハードルは高いものとなっ

ております。

また、区域からの除外の要件を満たしていた場合でも、生産性の高い優良農地、

ほ場整備を行った農地でありますとか、それは甲種農地と呼ばれているんですが、

また１０ヘクタール以上の集団農地、これは第１種農地というふうに呼ばれてお

りまして、そういった農地は、原則、農地転用が不許可となる可能性が高いとい

うふうにされているため、除外しないようにというふうにもされております。

また、それには農業委員会の意見を聞くなど、事前の調整が重要であるという

ふうにもされてございます。

先ほど申し上げました「農業振興地域整備計画書」、こちらの変更には国や県

のガイドラインの確認を行う、県との事前相談、農業委員会など関係機関への意

見聴取、さらには計画案の縦覧などのほか、県への農用地利用計画の協議などが

必要となってくるため、こちらも非常に手続は大変なものというふうになってお

ります。

現在、福崎町では農振農用地の見直しを行っているところでありまして、その
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中においては特別指定区域の見直しにも配慮した計画の変更、これは特別指定区

域の見直しを行うには、農振農用地から除外されていることが必要というふうに

なっておりますので、そういったことの整合性を取りながら進めております。

今後も市街化調整区域などの活性化につながるよう地元との協議はもちろんの

こと、県や農業委員会など関係機関とも積極的に調整を行っていきたいというふ

うに考えております。

北山智恵議員 ありがとうございます。農地は本当に難しいということがよく分かりました。

ありがとうございます。

あと、最近、市街化調整区域のある自治会で空き家と周辺農地が長年放置され

ていて、荒れ放題になっていて、集落環境の悪化を心配していたが、新規就農を

希望されている方と地権者をうまくマッチングすることができ、空き家は古民家

カフェに、周囲の放棄田も水田や畑として利用されるようになり、家族でその自

治会に移住されたと聞きました。この事例は区長や役員が地権者との橋渡しをし、

耕作放棄田の整備を手伝うなど、村入りしやすい環境を整えたことが功を奏した

と思います。

姫路市や加古川市では、市街化調整区域など郊外部への移住支援の補助金制度

をつくっています。財政難の中、福崎町では積極的な補助制度の創設は難しいか

もしれません。しかし、移住・定住の希望者をうまく地権者にマッチングする仕

組みがあればいいと思うのですが、いかがでしょうか。

農林振興課長 今のところ、残念ながらこの新規就農を希望される方と遊休農地をマッチング

させるといったような取組は福崎町では行っておりません。ただ、町ホームペー

ジに掲載されております「福崎町空家等情報バンク」、こちらには「農地も併せ

て売却希望」といった表記がある空き家が掲載されておりますので、そちらをご

活用いただけたらというふうに思っております。

北山智恵議員 福崎町のそういった空き家バンク、農地も併せて売却希望という表記ができる

ということはちょっと知らなかったので、ありがとうございます。町ホームペー

ジに記載されている「福崎町空家等情報バンク」の「農地も併せて売却希望」と

表記があるのは農地も欲しい空き家購入希望者しかマッチしないので、新規就農

を希望されている方と遊休農地をマッチングさせる取組を福崎町でもしてはいか

がかと思いますが、どうでしょうか。

農林振興課長 新規就農を希望される方と遊休農地をマッチングさせる、こういった取組とな

れば「農地バンク」というものを挙げられると思います。この農地バンク、兵庫

県では農地中間管理機構がそれを担っているわけですが、対象とされているのは、

地域の将来の目標地図でございます「地域計画」、こちらに記載されている耕作

者の方のみでありまして、また、この農地中間管理機構では積極的に担い手を選

出するといった制度でもありませんので、マッチング機能が十分に発揮されてい

るとは言い難いというふうには感じております。

兵庫県内の市町の中では、独自の制度として「農地バンク」を行っておられる

市もございます。全てが確認できているわけではございませんが、現在把握して

おりますのは神戸市、三田市、川西市などを把握しておりますが、あくまでも県

内では一部の市にとどまっているというふうに考えております。

「農地バンク」につきましては、有効なものであるという認識はしていますが、

それに必要なシステム費用などとの費用対効果などもございますので、まだして

おりません姫路市など近隣市町の動向にも注視しながら検討はしていきたいとい

うふうに思います。

北山智恵議員 ありがとうございます。一筋縄ではいかない問題がたくさんあることがよく分
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かりました。特に人口減少している市街化調整区域の活性化に向けて、各課でも

っともっと活発な発想や意見を出していただきまして、その実現に向けて地元と

の協議だったり、県や関係機関との積極的な提案交渉をしていただきまして、引

き続き前に進めていっていただきたく思います。

これで私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

議 長 以上で、北山智恵議員の一般質問を終わります。

次、２番目の質問者は、牛尾成利議員であります。

質問の項目は

１、令和８年度予算編成方針について

２、福崎町立文化施設の運営について

３、福崎町内の中小企業者支援について

４、町ぐるみ健診の項目について

５、町職員の働き方改革について

以上、牛尾成利議員。

牛尾成利議員 おはようございます。議席番号２番、牛尾成利でございます。議長の許可をい

ただきまして、通告に基づき一般質問をさせていただきます。３度目の質問とな

りますが、できる限り毎回質問したいと思っていますので、よろしくお願いいた

します。

最近、国会では長年議論されてきたガソリンの暫定税率の廃止が決定しました。

車が必需品である福崎町では、その変化を感じられた方も多いと思います。私た

ちの政治への関心が政治を動かし、そしてその政治が私たちの生活に直結すると

いうことを多くの方が実感されているのではないでしょうか。

一方、町民の方々に一番近い福崎町の議会においても、町民の皆さんの生活に

直結する数々の重要な議題を議論し、町民の皆さんに暮らしの豊かさを実感して

もらえるような結果を出していかなければならないと考えています。

そのために、この一般質問は建設的な議論をする有意義な時間にできればと思

っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

では質問に移ります。質問の１つ目、令和８年度予算編成方針についてお伺い

します。

１１月１８日の総務文教常任委員会で「令和８年度予算編成方針」が示されま

した。町長が役場内全職員に対して８年度の予算要求の方針を示されたものです。

これからこの予算編成方針に基づき各課から予算要求、財政側の査定が始まる

と思っております。

この予算編成方針には、１つ、令和４年度から３年連続で２億円以上の大幅な

赤字となった。２つ、財政調整基金は３年連続の取崩しとなった。令和７年度も

１億円台の繰入れが必要となる可能性が高いと厳しい文言が並んでいます。

町財政の危機感が伝わってきますが、１つ、財政状況が厳しいことを役場内で

どのような言葉を使って職員に説明されていますでしょうか。

２つ、またこの厳しい状況を踏まえてどのような心構えで職務にあたることを

職員に求めておられますでしょうか。

３つ、そしてこの財政状況が厳しいとの認識は町行政を進める上で共有されて

いますでしょうか。この３点についてご所見をお伺いします。

町 長 まず、第１点目の財政状況が厳しいことをということでございますが、係長以

上の職員出席の下、１１月１０日に開催しました予算編成指示会議にて、予算編

成方針等について説明を行いました。その中で、本町の財政状況については、先

ほど質問議員が言われました実質単年度収支の３年連続の大幅な赤字や、財政調
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整基金残高の減少、このままの状況が続きますと、これからも毎年１億から２億

円の収支不足が発生し、令和１５年度には財政調整基金が枯渇するおそれがある

ことや、第７次行政改革の取組などについて、資料を交えながら周知を行ったと

ころでございます。

２点目でございます。どんな心構えで職務にあたることを求めているかという

ことでございますが、令和８年度予算編成にあたっては、町民生活や社会経済状

況、さらには厳しい財政状況について職員一人一人がしっかり認識した上で、行

政改革を推進するとともに、各種施策・事業の必要性や費用対効果を検証し、限

られた財源を最大限有効に活用することで、持続可能な行財政運営を確保しつつ、

必要な施策を積極的に推進していくということを説明いたしました。

３点目、財政状況の共有ということでございますが、先ほど答弁しましたとお

り、予算編成指示会議で本町の非常に厳しい財政状況について説明するとともに、

今後、第７次行政改革を推進していくので、こういった状況をしっかり認識した

上で、行政改革を踏まえた予算編成に臨むよう指示したところでございます。

牛尾成利議員 ありがとうございました。職員には財政が厳しいということが行き渡っている

ということでした。それであるならば、ぜひ日々の業務の中で感じる無駄や課題

を見過ごすことなく、行革の枠にとらわれることのない広い視野で町政を見詰め

直し、予算要求に、また査定に反映していただきたくお願いしたいと思います。

続きまして、福崎町の令和６年度決算については９月議会で質疑がありました

が、兵庫県内４１市町の決算がそろい、県が市町財政の状況として公表していま

す。予算編成方針にも書かれていますが福崎町の状況は５年度に比べて、県内順

位で経常収支比率がワースト８位から４位に、実質公債費比率がワースト７位か

ら５位に、将来負担比率がワースト５位から２位に、財政調整基金残高はワース

ト３位との状況です。県が公表している財政指標全てがワースト５位以内と悪化

しています。さらに、行革の収支計算資料では、今後５年間、さらに悪化する指

標も示され、将来負担比率は県下ワースト１になる見込みです。

このように悪化する主な財政指標について、１つ、その悪化する理由と、今後

どのように扱っていくのか。２つ、数値は早期健全化基準を下回っているのであ

まり参考にされないのか。３つ、行革を推進すれば、おのずと指標は改善される

と考えておられるのかの３点についてご所見をお伺いします。

町 長 まず、第１点目の悪化する財政指標についてということでございますが、経常

収支比率の悪化の要因は、働き方改革などによる人件費の増、くれさか環境事務

組合負担金や下水道事業会計繰出金の増などによる補助費等の増、福崎駅周辺整

備事業や学校施設大規模改修などによる公債費の増が主なものでございます。今

後、下水道事業会計繰出金は減少する見込みですが、人件費や公債費は増加する

見込みで、経常収支比率は若干増加か、横ばいで推移すると見込んでいます。

次に、実質公債費比率の悪化は、町債の元利償還金の増、下水道事業会計繰出

金の増、普通交付税算入公債費の減が主なもので、今後、公債費は増加する見込

みですが、下水道事業会計繰出金が減少しますので、実質公債費比率は減少する

と見込んでいます。

将来負担比率でございますが、地方債残高の増、公営企業繰入見込額の増、財

政調整基金残額の減による充当可能基金の減が主なもので、今後、公営企業繰入

見込額は、下水道事業会計繰出金の減により減少する見込みですが、地方債残高

が増加しますので、将来負担比率は増加すると見込んでいます。

財政調整基金残高につきましては、歳出の増加に対し、歳入が不足しているも

ので、今後、財政調整基金残高は行政改革により、横ばいにしていきたいと、こ
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のように見込んでおります。

いずれの数値も財政の健全化において重要な指標ではありますが、ある程度の

数値悪化は許容範囲として、まずは実質単年度収支の黒字化、財政調整基金の一

定額の確保に向けて、行政改革を推進してまいります。

次に、２点目の早期健全化基準のことでございますが、先ほどの答弁のとおり、

参考にはいたしますが、許容範囲と考えております。

３点目の行革を推進すればという点でございますが、これも先ほどの答弁のと

おり、経常収支比率は若干増加か横ばい、実質公債費比率は減少、将来負担比率

は増加、財政調整基金は横ばいでいくというふうに見込んでます。

牛尾成利議員 ありがとうございます。財政指標が悪化するから、それだから行政改革を実施

すると言えば、それまでですが、６月議会の私の質問には第７次行政改革、５年

間で財政の収支均衡を図る。９月議会では、５年間でふるさと応援寄附金１億円

以上増収、投資的経費４億円以上削減、財政調整基金残高を１０億円程度にする

とご答弁いただきました。

財政指標がさらに悪化することが見込まれる中、県内での順位がかなり悪化す

る中、福崎町の財政を立て直すことに向けた町長の決意をお伺いいたします。

町 長 行政改革大綱を今作成中でございます。先ほど議員がおっしゃられたとおり、

令和８年度からの５年間で決算での収支均衡、自主財源の歳入の１億円以上の増

収、一般財源の歳出４億円以上の削減を必ず達成するということで、第７次行政

改革大綱、そして行政改革実施計画を進めてまいりたいと、このように考えてお

ります。

牛尾成利議員 続きまして、予算編成方針に令和８年度「新規・拡充事業については原則制度

改正に伴うものや、総合計画の課題解決につながるもののみとすること」とあり、

経常収支比率が９６％を超える現状では、来年度は新規事業が見込めない状況と

思います。

そのような中、令和８年度は尾﨑町長の今回の任期の最終年度にあたります。

そこで１点目、町長は将来の福崎町がどのようなまちであってほしいのか。

２点目、将来のまちの姿を見据えて、町長が令和８年度予算編成に込められた

思い。

３点目、今回の任期中にできた事業、やっておきたい事業、やり残した事業に

ついての町長の所感を踏まえて、予算編成へ込められた思い。この３点について

ご所見をお伺いします。

町 長 まず、第１点目の将来の福崎町がどのようなまちであってほしいのかというこ

とでございますが、第６次総合計画に掲げました、まちの将来像「活力にあふれ

風格のある 住みよいまち～住んで、学んで、働いて 未来につながる福崎～」

を全力で前に進めて、「住む、働く、学ぶ」この３つの調和のとれた町を目指し

ていきたいと考えております。

２点目の８年度予算編成に込められた思いでございますが、予算編成指示会議

の私の挨拶の中で、私は福崎町には大きな課題が２つありますと、１つ目の緊急

の課題は行政改革。そして、もう一つの課題は少子高齢、人口減少で、１つ目の

行政改革は直ちに対応しないと間に合わない重要な課題。そしてもう一つの課題

である少子高齢化については、人口減少はある程度受け入れざるを得ないが、魅

力のある住みやすいまちづくりを進めることによって、人口減少をできるだけ緩

やかにしていきたいと思っている。

また、町職員の皆さんには、年間１００億円を超える予算を使い、福崎町のま

ちづくりに関われるチャンスが与えられているので、皆さんの思いを予算に表し
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て、住民の皆さんが住んでよかった、住み続けたいと思っていただける町を築い

てほしいということをお願いをいたしました。これが私の令和８年度予算編成へ

込めた思いであります。

３点目であります。

任期中にできた事業、やっておきたい事業ということでございますが、私の任

期中に今できた事業といたしましては、公約に掲げておりました子育て支援の中

では、小中学校の普通教室・特別教室の空調設備の設置、トイレの改修、こども

の医療費の高校生までの完全無料化、学校給食費の中学生の無償化、さるびあ公

園の整備などが上げられます。

やっておきたい事業につきましては、小学生の給食費の無償化、小中学校体育

館の空調設備の設置などでございます。

令和８年度予算編成では第７次行政改革を推進するのはもちろんのこと、厳し

い財政状況にあっても、選択と集中により、子育て支援策には引き続き力を入れ

ていきたいと思っています。

牛尾成利議員 町長の思い、ご答弁ありがとうございました。この財政状況の中で、新規施策

の実施の難しさはあろうかとは思いますが、事業見直しにおいては、聖域をつく

らず、予算査定の中で精査をいただき、町民のために必要な事業に予算が使われ

ますようお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

議 長 一般質問の途中ですが、ここでしばらく休憩いたします。

会議の再開を１０時４５分といたします。

◇

休憩 午前１０時３２分

再開 午前１０時４５分

◇

議 長 会議を再開いたします。

牛尾議員。

牛尾成利議員 質問の２つ目、エルデホールなどの福崎町立文化施設の運営についてお伺いい

たします。

私は以前に、兵庫県芸術文化協会で兵庫県の芸術文化の振興に携わり、兵庫県

立芸術文化センターの準備、開館に担当として立ち合いました。

そのため、文化施設、特にホールの運営の難しさは理解しています。また、合

理性だけでは片づけられないことも分かっているつもりです。しかし、福崎町の

財政が厳しい中、行政改革を進める上で、あらゆる町立施設の在り方、維持管理、

収支の改善は避けては通れない課題です。

様々な施設の維持管理、改修には多額の費用を要し、施設の統廃合や民間委託

などによる経費削減は待ったなしの状況にあると思います。

前回、住谷議員が「養護老人ホーム福寿園」について質問され、これからも多

くの議員が町立施設の在り方などについて質問されると思いますが、今回、私か

らは、エルデホール、神崎郡歴史民俗資料館、柳田國男・松岡家記念館の運営な

どについてお伺いします。

まず、エルデホールについて伺います。

エルデホールについては、この９月の決算審査特別委員会でも質問いたしまし

た。今回は、そのときお聞きしたことを踏まえて、エルデホールの運営を指定管

理者制度に乗せられないかという観点からお伺いします。

まず、収支についてです。エルデホールにおいては、貸館等の使用料収入が２

４４万円、入場料収入が４５２万円ありますが、支出、つまりかかった費用は、
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人件費込みで５，５５６万円とのことです。あまりにも乖離が大きいです。エル

デホールの運用でもうける必要はないかもしれませんが、赤字が大きいです。

メインホールの稼働率を見ても６６％あり、稼働率は高いです。高い稼働率か

ら、本来ならもう少し収入があろうかと思いますが、エルデホールの費用が収入

を大きく上回っている原因は何でしょうか。お伺いします。

あわせて、近隣の市川町ひまわりホール、神河町中央公民館グリンデルホール

の収支状況も分かればお教えください。

社会教育課長 エルデホールの収支につきましては、議員がおっしゃるとおり、令和６年度決

算額は使用料と入場料を合わせた収入が約６９６万円、支出が約５，５５６万円

となっております。

その収入と支出の差が大きい原因としましては、まず公共施設として多くの方

に利用していただきやすい料金設定としていること。それから、町あるいは町が

後援する団体等、使用料を減免している団体の利用が多いということ。それから、

使用料が減免となる団体につきましては、舞台・音響・照明技術者等の費用につ

いても減免となっていることが原因と考えられます。

それから、その収支状況につきまして、市川町のひまわりホール、それから神

河町のグリンデルホールにも伺いましたが、このいずれのホールにつきましても

人件費を含めた運営管理費用は使用料と入場料では賄えていないというふうに伺

っております。

牛尾成利議員 先ほどのご答弁で、収支の状況が悪いのは施設の使用料が低額である。使用料

を減免する使用が多い。それでも減免した額の総額が計算されていない。使用料

を減免してもホール運用の費用は必要である。附属設備使用料も低額です。舞

台・照明・音響の基本３人の技術要員の費用が収入できていない。修繕費用が必

要であるなどの複合的な要因で収入が少なく、支出が多いという状況はよく分か

りました。

収支を改善するために、今後どのように考えておられるのかお伺いします。

社会教育課長 収支の改善には、使用料及び入場料の値上げ、それから収容人数を増やすなど、

収入を増やす方策を考えることが必要であると考えております。

ただ、メインホールにつきましては立ち見を含めて最大３５０人というふうに

収容人数も増やすことができないため、使用料や入場料、特に入場料の値上げ、

それから例えば屋外の芝生広場を活用したより多くの方を収容するイベントの実

施など、収支を改善する方法を考えたいというふうに思っております。

牛尾成利議員 ちょっと、その方法ではなかなか収入のアップには直結しないこともあろうか

と思います。

エルデホールの自主公演事業ですが、町内の方が行きたくてもチケットが取れ

なかった。自主公演事業に町からの支出が多い。人気のある事業と人気のない事

業があるなど様々な意見があります。どのような意図、目的を持って自主公演事

業を実施しておられるのか。どのような基準でこの自主公演事業を選ばれている

のかお伺いします。

社会教育課長 この自主公演事業につきましては、できるだけ多くの年代の方に興味を持って

いただける内容ということで、文化施設協議会等の団体からの提案、それからプ

ロモーターからの営業等の中から、嗜好ができるだけ偏らないように選定して実

施をしております。

ただ、この事業内容や出演者の好みにつきましては多種多様ということもござ

いまして、どうしても事業によっては人気の有無の差が生じております。

また、誰にでも人気のある知名度の高い方に出演願うというふうになると、ま
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たちょっと町の支出が増えるといったような状況にもなっております。

牛尾成利議員 エルデホールは、福崎町の文化、地域振興の拠点として、自主公演事業を行い、

講演会、発表会、イベントなど、町民の文化・芸術活動の場としての貸し館を行

い、今や福崎町にとってなくてはならない施設となっております。

そのことは理解しますが、あまりにも支出が大きい。施設の使用料、附属設備

使用料と運営費用とが釣り合っていないことが問題だと思います。文化・芸術振

興に福崎町が支援することは重要だとは思いますが、町の財政規模、今の財政状

況から見ると過大ではないかと思います。

また、エルデホールの運営、自主公演事業を町、異動がある町の職員が行うの

が適切かという側面もあります。一般的には、このような会館は指定管理者制度

を導入されているところが多いと聞いています。先ほど使用料、入場料の値上げ、

人気の自主事業をすると町の支出が増えるとの答弁もありました。その課題を解

決するためにも、指定管理者制度を導入し、１つ、使用料、附属設備使用料を適

切な額に引き上げた上で、さらに指定管理者が条例に基づき料金を設定できる。

２つ、自主公演事業を指定管理者のノウハウで実施し、収支も指定管理者の責任

とする。３つ、使用料減免規定を見直し、減免の範囲を限定する。例えば、福崎

町主催事業でも使用料を支払ってもらうなど、指定管理者制度の導入には検討す

る課題も多いですが、近隣の導入済み施設も参考になります。エルデホールへの

指定管理者制度の導入についてのご所見をお伺いします。

社会教育課長 このエルデホールへの指定管理者制度の導入については、過去に検討されたこ

とがございます。ただ、そのときには、指定管理者制度は柔軟なサービス提供や

業務の効率化等のメリットがある一方で、民間委託ということですので、デメリ

ットとしては地域住民の方との関わりが希薄になるということで、住民ニーズが

届きにくくなるなどのデメリットがあるということで、行政サービスの低下が危

惧されるとの意見がございまして、導入されずに現在に至っている状況でござい

ます。

牛尾成利議員 地域住民との関わりが希薄になる、住民ニーズが届かないとのデメリットを上

げられましたが、現在は希薄でなくニーズは届いているのか、ちょっと疑問に思

います。

来年度から指定管理制度を導入してくださいとは言いません。二、三か月で結

論が出る課題でもございません。どうすれば町財政に寄与し、負担を減らし、維

持管理ができるかを検討していただきたいと思っております。その１つの方法が

指定管理者制度です。また折に触れて質問させていただきます。

次に、エルデホールの管轄、福崎町の事務分掌上の所管についてお伺いします。

現在は教育委員会の社会教育課所管になっていますが、教育委員会は町長から

相対的に独立した執行機関として、教育委員の合議制で運用されています。法令

上は、町長の権限が及ばない位置づけです。福崎町では、エルデホールを社会教

育法での社会教育施設として、教育委員会所管とされているのでしょうか。

私はこのようなホールは町長の直接の意向が反映される町の行政側に置かれる

べきと思います。エルデホールの設置及び管理に関する条例の改正も必要ですが、

いかがでしょうか、お伺いいたします。

社会教育課長 このエルデホールは社会教育法に定める社会教育施設として地域住民の自由な

創造活動の促進と地域の振興と文化の発展を図ることを目的として設置されてお

ります。

また、自主事業や各種講演会、発表会、老人大学等、子どもから大人まで幅広

い年齢層の方が研修や趣味、生涯学習にエルデホールを利用されているという観
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点から教育委員会の所管とされております。

牛尾成利議員 エルデホールを貸し館を主体とするホールと捉えるか、地域振興、文化発展の

拠点と捉えるかの違いかと思います。今の運営の体制は、地域振興、文化の発展

に見合ったものでしょうか。貸し館に偏ってはいませんでしょうか。

エルデホールについては、他の議員さんも同様かと思いますが、今後、折に触

れて質問させていただきます。

次に、福崎町の文化施設、神崎郡歴史民俗資料館、柳田國男・松岡家記念館の

状況についてお伺いします。

令和６年度決算では、神崎郡歴史民俗資料館では費用が４８５万円、柳田國

男・松岡家記念館では費用が７５０万円となっています。両施設とも入場無料な

ので収入はありません。この入場無料について、今後どのように考えておられる

のかについてです。

行政改革の俎上に上がっていると思いますので、入場料金の設定を考えておら

れるのなら、入場料金の額と収入見込額、直近の１年間の両施設の入館者数、入

場料徴収となった場合の入場見込み数をお教えください。

社会教育課長 まず、この両施設の令和６年度の入館者数を申し上げますと、柳田國男・松岡

家記念館が１万３，１６１人、歴史民俗資料館が１万９０４人となっております。

この入場料につきましては、記念館は平成２３年度に町管理に移行する際に条

例で入館料を定めておりますが、「当分の間無料とする」としまして徴収はして

おりません。

歴史民俗資料館につきましては条例に入館料を徴収する規定がございません。

入場料を有料とした場合、具体的に収入見込額、両施設の入館者数への影響は

試算はしておりませんが、無料であることから気軽に来館されていた層が金銭的

負担を理由に足を運ばれなくなると予想されるため、現状よりかは入館者数が減

少するというふうに考えております。

仮に記念館で入館料を徴収、入館者数が半減したと想定した場合ですが、その

場合、入場料が２１０円の６，５８０人で約１３８万円、減免等、あと団体割引

等ということもあると思いますので、それを考慮すると収入見込額としては約１

００万円程度になるのではないかというふうに考えております。

牛尾成利議員 入場料を設定すれば、入場者数が減少する見込みとのことです。ただし、福崎

町からの費用は相殺により減少します。小中学生は無料としても、行政改革の観

点からは当然入場料は徴収すべきと思います。

一方、文化施設、福崎町のＰＲ施設と考え、割り切るのなら、入場無料を継続

する考え方もあります。私は娯楽・楽しむ施設ではないので、入場料設定により

入場者数が減少し、収入が見込めないのなら、無料を継続すべきかと思いますが、

その場合は経費も含めて、週６日間も開館すべきかどうかとのこともございます。

このあたり、いかがお考えかご所見をお伺いします。

社会教育課長 議員おっしゃるように、柳田國男・松岡家記念館、歴史民俗資料館は娯楽施設

ではなく、歴史民俗資料館は文化資料を収集保存して一般に公開し、地方文化の

発展に寄与することを目的としております。柳田國男・松岡家記念館は、柳田國

男及び松岡家の業績を顕彰し、これを後世に伝えるとともに教育、学術及び地域

文化の振興と発展に寄与するために設置された施設で、公共性の高い教育施設で

であります。

また、入場料を有料とすると、先ほどもちょっと申し上げましたが、妖怪を目

当てに福崎町を訪れた気軽に来館される方の来館の大幅な減少が予想されます。

ただ、観光客の増加とともに入館者数も増加しておりますので、観光客に福崎
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町の歴史や文化の理解も促したいというふうに考えておりますが、ただ行政改革

等の観点からも、今後の料金徴収の在り方について、現在教育委員会で検討を行

っているところです。

開館日数につきましては、例えば、土・日・休日のみ開館、平日は休館等の対

応も考えられますが、月曜日休館ということが定着しておりますので、現状の対

応を継続したいというふうに考えております。

牛尾成利議員 神崎郡歴史民俗資料館、柳田國男・松岡家記念館は入場料を設定する・しない

にかかわらず、町からの持ち出しがかなり大きいと思われます。現在は企画管理

等は職員が行い、会計年度任用職員の方が両施設に常駐されていると思いますが、

展示企画も含めて、両施設と柳田國男生家一帯を指定管理または業務委託にした

らいかがでしょうか。職員の負担も軽減し、他の業務に振り分けることもできま

す。過去にいろいろと経緯はあったとは思いますが、ご所見をお伺いします。

社会教育課長 神崎郡歴史民俗資料館、柳田國男・松岡家記念館の現在の運営ですが、各施設

には学芸員として採用された会計年度任用職員が神崎郡歴史民俗資料館には１名、

柳田國男・松岡家記念館には２名常勤で勤務、施設の企画管理、運営を行ってお

ります。

指定管理者制度の導入につきましては、議員おっしゃるとおり運営の効率化等

のメリットがありますが、一方で施設の設置目的であります資料の収集保存、そ

れから研究や教育、学術及び地域文化の普及・発展という点では、長期的な視野

や専門性の保持、特に町立施設として重要な地域とのつながりの構築が難しくな

るというデメリットが考えられます。

また、この施設管理の面でも、この神崎郡歴史民俗資料館、これは旧の神崎郡

役所です。それから柳田國男生家の建物につきましては、いずれも県の指定文化

財であるため、文化財の適切な管理が可能な指定管理者の選定が必要となります。

これらのメリット・デメリットを勘案した場合、コスト削減を優先した指定管

理者制度の導入はデメリットのほうが大きく、直営での運営が望ましいのではな

いかというふうに考えております。

牛尾成利議員 ありがとうございます。またこの行革の中、エルデホールと同様に、両施設と

も本格的な運営の見直しが必要と思います。文化にはお金はかかりますが、それ

を負担できるだけの余裕があるかどうかにかかってくると思います。一時止まっ

て考えるのも今の行革の機会かと思います。

続きまして、３点目、福崎町の商工業の活性化についてお伺いします。

福崎町内の中小企業者の振興は地域経済の活性化を促進し、就業の機会を増大

させるなど、福崎町の発展、住民の生活の向上及び税収の増大に貢献する重要な

存在、地域の経済循環を支えるまさに屋台骨であるという認識の下に推進されて

いると思います。

そこで、どのような振興策を、振興事業を講じておられるのかお伺いします。

地域振興課長 福崎町商工業振興基本条例に基づき、福崎町商工会の健全な運営を図るため、

商工会へ補助金を交付して、県と連携・協力しながら地域の商工業の振興を総合

的に推進しております。

そして、小規模事業者に対しての町単独事業としましては、創業・起業するの

に必要となる経費を補助する創業者支援事業、社員研修費を補助する中小企業人

材育成事業、設備資金・運転資金を融資する中小企業振興資金融資制度、町内の

住宅リフォーム施工業者の活用を促す産業活性化緊急支援事業、店舗の売上応援

と消費喚起を促進する中小商業者応援なっ得商品券事業、この主体は商工会でご

ざいますけれども、などなどに取り組み、福崎町の商工業の持続的な振興・発展
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に努めております。

牛尾成利議員 現在の中小企業者を取り巻く環境は、物価高騰、人件費の引上げなど厳しい経

営環境に直面されています。福崎町が実施されている中小企業振興事業について、

先ほどご答弁いただいた中で、資金調達に寄与する中小企業振興資金融資制度は

振興策の中でも重要な要素と思われます。

そこで、福崎町の中小企業振興資金融資制度の令和７年度の新規総融資枠、融

資限度額、融資利率、現在までの融資実績についてお伺いいたします。そして申

込みに対して融資枠は足りているのか、併せてお伺いします。

地域振興課長 中小企業振興資金融資制度は、町内の中小企業者に対して必要な事業資金の融

資を行い、その育成振興と、健全な発展を図ることを目的とする融資制度でござ

います。

令和７年度の新規総融資額は１億５，０００万円となっています。毎年５，０

００万円の預託金を活用して、その３倍までを限度として事業を実施しておりま

す。

資金の使途につきましては、設備資金、運転資金とし、融資限度額１，０００

万円、利率１．２％の条件で実施しております。現在の利用実績は、令和４年度

４件、２，５００万円の融資、令和５年度１１件、７，５００万円、令和６年度

１６件、９，２００万円でございます。融資残額は３８件、１億８，９６０万円

でございます。ですので、年融資限度枠内で事業を展開しております。

牛尾成利議員 ありがとうございます。中小企業振興資金融資制度は町内の中小企業者に低利、

固定、長期の融資環境を提供する地域金融におけるセーフティーネット基盤だと

考えます。

また、融資制度は金融機関に町資金を預託することにより、預託額の数倍の、

福崎町は３倍のようですが、融資枠で金融機関が融資する制度で、町資金である

預託金は目減りすることなく、年度末には返ってくるため、町財政に負担をかけ

ない、また政策効果が大きい制度だと考えます。

そこで、町内の中小企業者に対して融資のハードルを下げ、資金繰りが安定す

ることをさらに支援するため、令和８年度予算において、融資枠を拡大して融資

申込みに対して余裕を持たせる。融資限度額を引き上げて、さらなる資金需要に

応える。融資利率を引き下げて、借入れの負担を軽減することについて、どのよ

うに対応、支援しようとされているのか、ご所見をお伺いします。

地域振興課長 まず、融資枠の拡大でございますが、この制度に参画をいただいております町

内の金融機関との取決めの中で、町が用意しています預託金の３倍までと定めて

おり、今のところ預託金の増額を考えておりませんので、１億５，０００万円を

年度融資総額の上限枠としております。

次です。１件の融資限度額１，０００万円からの引上げにつきましては、兵庫

県信用保証協会との信用保証業務の中で定めておりまして、今のところ引き上げ

ることはできません。

続いて、利率の引下げにつきましては、コロナの影響を受け、経営が厳しくな

った事業者を支援する観点で、この制度を令和３年度に拡充いたしました。利率

を１．３％から１．２％に、融資期間を７年から１０年に延長しております。

他市町に比べても大変使いやすい魅力ある制度となっておりますので、この条

件の中で運用してまいります。

牛尾成利議員 今のところ新規融資枠内での融資実績とのことですが、アメリカの関税の影響

も出てくることも想定されます。限度額いっぱいで借りて１５件まで対応できま

すが、融資枠が足りなくなれば、預託金の増や信用保証協会への出捐の増など補



－20－

正予算等、臨機応変に対応していただければと思います。そんな状況になれば、

また質問させていただきます。

次に、利子補給制度についてお伺いします。

融資を受けた中小企業者の返済の軽減のために利子補給制度を創設されていま

す。長期資金の利率の１％を３年間補給するというものです。融資には、信用保

証協会の保証料も上乗せされていますので、１％の利息軽減、利子補給はとても

いい制度だと思います。その上で、さらなる支援のため、利子補給年限を延長す

ることについてのご所見をお伺いします。

地域振興課長 商工会からの要望がありまして、令和３年度に利子補給は融資額の１％を１年

から３年間に延長してございます。ですので、今のところは延長することは考え

ておりませんが、事業者にとっては魅力ある制度だと考えております。

牛尾成利議員 福崎町の利息１．２％は県の融資制度に比べても低い利率で運用され、中小企

業者への支援となっていると思います。引き続き支援をお願いいたします。

次に、町内中小企業者の事業承継についての支援についてお伺いします。

今、中小企業者の後継者不足が深刻であり、廃業の増加による雇用の喪失や、

貴重な技術が失われ、地域の活力が失われていると聞きます。

事業承継は、親から子へ、従業員の中の後継者へ、他の会社への事業譲渡と

様々な形態が考えられます。いずれにしても、町内の事業が継続され、雇用も維

持されます。そこで、町として事業承継において、どのような施策を講じられて

いるのかお伺いします。

地域振興課長 商工会が行ってございます事業承継の支援について申し上げます。

県が実施する事業承継支援事業補助金の活用提案や承継計画策定などの指導、

また状況に応じて専門家を派遣し、具体的な課題や留意点についてアドバイスを

行ってございます。

これらにつきましては、商工会職員が巡回や窓口での個別相談で対応しており

ます。

具体事例としましては、個人事業主の親族内の承継のときや、法人が経営難の

別会社の事業を引き継ぐ際の支援などを実施してございます。

牛尾成利議員 ありがとうございます。

次に、福崎町内で新規開業をしようとする人への支援についてお伺いします。

町内の産業の活性化のためには、中小企業者の事業の発展、事業の承継ととも

に、中小企業者または個人が新規に開業することも重要だと思います。

新規開業により、地域で活躍する中小企業者が増えれば増えるほど、雇用の創

出や、福崎町に入る税収も増加するため、地域の活性化、にぎわいの創出にもつ

ながります。

そこで、福崎町では新規に開業しようとする方へ、どのような支援をされてい

るのか。令和８年度以降、拡充しようとされる施策、支援についてお伺いします。

また、開業して間もない方、開業後さらに事業を拡大しようとされる方への支

援についてもお伺いします。

地域振興課長 開業支援につきましては、創業支援事業として取り組んでございます。町内で

の創業を支援し、雇用の創出や地域経済の活性化を図るため、町内で創業・起業

を行う者に対して補助金を交付する制度でございます。

対象者は個人事業主では、町内に居住、住民登録されている者、または法人で

は町内に本店を置く会社であることとし、商工会のセミナー事業を受講し、開業

後には商工会に加入されて、３年間は事業を継続する要件としております。

補助対象経費としましては、工事費・修繕費、備品購入費、広告宣伝費などの
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経費で、そのかかった経費の２分の１、上限１００万円を補助してございます。

商工会からの要望があり、令和５年度に創設した事業となっています。年予算

３００万円を措置しておりまして、実績は令和５年度２件、令和６年度ゼロ件、

令和７年度３件となっています。

また、開業後の支援など、この事業の拡大につきましては、今のところ考えて

おりません。

牛尾成利議員 中小企業振興事業、中小企業融資、事業承継、開業支援とお聞きしました。中

小企業者への支援は福崎町の商工業の発展や地域活性化に欠かせない事業です。

今後は、今日お聞きした支援策について、効果や改善策などをより深掘りして

お聞きできればと考えています。

こういった支援において大切になるのは、時代を見極め、その時々に必要な

方々への支援を欠かさないという点だと考えています。国や県でフォローできな

い部分について、町としてきめ細やかな支援ができるよう努めていただきたいと

思います。

かじ取りが難しい部分とは思いますが、商工会、中小企業者の声をしっかりと

吸い上げていただき、新たな施策や支援策に反映していただくようお願いいたし

ます。

続きまして４点目、福崎町民の健康、特に町ぐるみ健診についてお伺いします。

今年の６月議会で受診率向上のため、胃がん検診の自己負担の軽減、子宮頸が

んの新しい検査方法の導入、検査項目に「腹部エコー検査」の導入について伺い

ました。

そのときに、２年に１回は胃がん検診の自己負担を軽減することについては、

「福崎町の負担が大きく、今のところ受診頻度によって自己負担額を変更するこ

とは考えていない」との回答でしたので、また時期を見てこれは伺います。

あとの２項目は検討するとの前向きな回答をいただきましたので、来年度予算

の要求時期の今、そして導入するのであれば、制度設計、検診機関との協議を行

われている今、その検討の状況をお伺いします。

まず、厚生労働省が推奨している子宮頸がん検診、「ＨＰＶ検査単独法」の導

入についてです。ＨＰＶ検査、ヒトパピローマウイルス検査で陰性の方は、次は

５年後の受診で済むことになる検査方法です。

つまり、５年に１回の検診になりますので、受診者の負担が少なくて済みます。

福崎町の財政にとっても、２年に１回の検診が５年に１回の検診となり、負担

が小さくなります。６月議会では「対象者管理の体制も考慮しながら、令和８年

度以降の導入について検討する」との回答をいただきました。

５年に１回の対象者の把握、通知方法、転入者の対応、２０歳代と６１歳以降

へは従来どおり２年に１回の検診、陽性だった方は翌年に検診を受けるなど、個

人ごとの受診状況の把握が必要となること。また、新たなウイルス検査機関の依

頼等課題はあると思いますが、令和８年度導入に向けての状況をお伺いします。

ほけん年金課長 ＨＰＶ検査単独法の導入を検討しておりますが、時期は未定でございます。

対象は３０から６０歳の女性になります。２０歳代、６１歳以降の方は今までど

おり細胞診を予定しております。

対象者は、健康管理システムを活用しまして抽出して案内いたします。委託費

用のほうが高くなると見込まれますので、自己負担金のほうは増額の検討が必要

というふうに考えております。

牛尾成利議員 導入に向けて準備しておられる。ただ、時期は未定とのことですが、厚生労働

省の指針に基づき、ぜひ早期、できれば令和８年度からの導入をお願いします。
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福崎町の事務的な負担が大きくなりますが、財政的には５年に１回の検診で、福

崎町の負担が少なくなります。導入についてよろしくお願いいたします。

次は、町ぐるみ健診への検診項目の充実について、腹部エコー検査を加えるこ

とについて伺います。

現在の町ぐるみ健診に腹部エコー検査を加えることについては６月議会で「町

ぐるみ健診に腹部エコーを加えれば、ほぼ人間ドック並みの検査が可能になるた

め、検診機関との調整、受診予約方法を検討し、前向きに考えていく」とのご答

弁をいただきました。肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓などの臓器について、

「まず初めに行う検査」、いわゆるスクリーニング検査として腹部エコー検査は

有用で、結果から各臓器のがん、結石、膿疱、ポリープなどの疾患が見つかるこ

とがあると聞いています。

まず、導入にあたっての課題、検診機関への１人当たりの委託費用、自己負担

額等の目安についてお教えください。

ほけん年金課長 まず課題ですが、検診機関との調整、検査スペースやスタッフの関係から受

診可能な日が限られてしまうこと、受診可能人数が１日１５人程度になりますの

で、受診の予約の方法や定員を超えた場合の対応などがあります。

現時点での委託料は４，４００円程度と聞いております。受診者の方には委託

料の全額を負担していただくことを考えております。

牛尾成利議員 検診機関のスタッフや器材、検診会場の広さもありますので、１日に受診でき

る人数も限られると思います。また、検診機関への委託費用も１人当たり４，４

００円が必要とのことですので、一定の自己負担額が必要なことも承知していま

す。

腹部エコー検査を加えれば、ほぼ人間ドック並みの検査ができて、町民の健康

増進につながると思います。郡内の市川町、神河町も実施されていますが、課題

や費用等を踏まえた上での現在の検討状況、ご所見をお伺いします。

ほけん年金課長 現在の検診は、エルデホールと保健センターで行っております。腹部エコー

についてはスペースの関係もございますので、エルデホールでは可能ですが、保

健センターでは難しいというふうに思っております。受診人数に制限があること

など、課題はまだあるんですけれども、導入について引き続き検討していきたい

と思います。

牛尾成利議員 町ぐるみ健診の充実充実のためにも、令和９年度からはぜひ腹部エコー検査を

加えていただきますようお願いします。町民の健康増進についてはまた質問いた

します。よろしくお願いいたします。

最後、５点目、町職員の働き方改革についてお伺いします。

第７次行政改革の実施計画には、多様で柔軟な働き方を推進し、心身ともに充

実した職場環境の整備に取り組むと記載されています。

職員が働きやすい環境整備は、職務の効率化を図る上でも欠かせない課題です。

まず、時間外勤務時間の削減についてお伺いします。

長時間の時間外勤務は職員の心身をむしばみ、職務の能率も上がりません。令

和６年度では、全体で２万９，７７０時間の時間外が発生し、６，９５８万９，

０００円の手当が支給されています。１人当たりでは４３．５時間、１０万１，

０００円の支給となっています。また、月４５時間を超えた月が３か月以上の職

員が１４人、年間３６０時間を超えた職員が１９人と、時間外労働の上限を超え

た苛酷な職場環境が見えてきます。長時間の時間外勤務は、職員の心身をむしば

み、職務の能率も上がりません。また、町財政にとっても大きな支出となってい

ます。
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そこで、職員の夜間の説明会や休日イベント等で時間外の措置、振替休日の措

置が取られていますでしょうか。振替休日が時間外手当で措置されていませんで

しょうか。

時間外は、行革資料では取組内容が書かれていますが、抜本的な措置を取らな

いと、この苛酷な職場環境はなくならないのではないでしょうか。職員の健康を

守るためにも、この２点についてお伺いします。

総 務 課 長 まず、職員の夜間の説明会ということでございますが、職員同士の内部的な

説明会は夜間には原則実施しないということにしておりまして、ここ数年は実施

されておりません。

町民等に向けての説明会でございますとか、休日のイベント等では、各課に職

員の出役を割り当てている役場全体で取り組んでいるものにつきましては、半日

単位で振替休日を措置して、半日に満たない時間分や、または役場全体ではなく、

各課単位のイベント等は時間外勤務手当で措置をしております。振替休日の取得

として、４週間以内に取れなかった場合、時間外勤務手当で措置しますが、昨年

度はございませんでしたが、今年度は１件ございました。

それから、時間外勤務について抜本的な措置が必要ではということで、ご意見

につきましては、そのとおりであると考えております。

そして、抜本的な措置というのは、正職員を増やしていくことだとも考えてい

るところではございます。そのような中でございますが、現状の考え方として３

点になりますが、まず会計年度任用職員制度についてです。令和６年度からは、

国の通知により勤勉手当も支給するようになりましたことから、給与面では、正

職と遜色がないようになりました。

一方で、単年度ごとの任用が基本であること、また逆に単年度で終わりではな

く、複数年度任用できること・年数に制限がないこと・定年がないことから、働

いていただく年数の目安もなく、人材として育てていくこと、経験値を上げてい

くという考え方が難しい面がございます。また、令和元年度までの旧の嘱託職員

やアルバイトからの移行の制度であるというような考え方、つまり正職員の補助

であるというような考え方も根強い現状がございます。この点につきましては、

会計年度任用職員の新採用時には正職員への切替えでありますとか、会計年度任

用職員の意識改革を行っていくという考えでございます。

次、２点目です。正職員の適切な採用です。

技術職、専門職だけでなく、一般行政職も含めまして全国的に公務員の人気が

下がっている状況にあります。また、公務員についても転職についての意識が変

わってきておりまして、福崎町におきましても、任意退職が増えていました。退

職の意向を示される時期が年度末に近い場合は、新年度を正規職員としては欠員

となっている状態で迎えていましたが、来年度採用に向けての今年度の職員採用

試験につきましては、早期実施と複数回実施を行ったこともあり、来年度につい

ては職員数としては予定数を確保してスタートできるめどが立っております。

３点目、職員の研修です。

中堅職員の退職を新人職員で補っているような形となっておりますので、社会

人経験者の採用も毎年ございますが、職員の人数だけでなく、能力を高めていく

ことが重要でございます。福崎町独自で行っている研修に加えまして、兵庫県自

治研修所や町村会など合同で実施している研修に積極的に参加していただくとと

もに、職員側からの希望を募ることも今年度から行っております。また、兵庫県

への派遣研修や農林水産省への派遣も引き続き行っていきまして、違う職場での

経験を積んでいただいているところでございます。
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以上です。

牛尾成利議員 次に、ワーク・ライフ・バランスの充実について、行革資料で記載されていま

す。年次休暇、介護休暇、男性の育児休暇の取得促進は日常生活の充実には欠か

せないものだと思います。一方、窓口業務を行う中でのフレックスタイムや行政

資料を自宅に持って帰れない中でのリモートワークなどは、一般企業では行われ

ていても、公務員にはそぐわないものと思われるものもあります。

そこで、職員が豊かな生活を送れるためにワーク・ライフ・バランスをどのよ

うに実現しようと思われているのかお伺いします。

総 務 課 長 職員のワーク・ライフ・バランスの実現ということでは、先ほど議員が言わ

れましたような男性の育児休業、介護休暇の取得促進など、国が示される制度改

革について、趣旨に沿った条例改正等を毎年のように行っているところでござい

まして、できる限り遅滞なく対応しております。また、年次休暇も含めました実

際の取得につきましても、職場全体の雰囲気づくりが欠かせません。特に、各種

ハラスメント、具体的には、「妊娠・出産等に対するハラスメント」「育児休

業・介護休暇等に対するハラスメント」のない職場環境が必要でございまして、

それらを整理した「福崎町ハラスメント対応マニュアル」を今月の初めに職員に

周知をいたしました。

フレックスタイムについては、県下１２町の総務課長で構成する総務課長協議

会で話題に上がりましたが、住民に近い町レベルでは、今のところ検討段階とい

うか、具体的に実施しようという町はございませんでした。

リモートワークにつきましても、総務課長協議会で協議をしております。コロ

ナ禍で１２町全町が緊急的に実施を当時したところでございましたが、議員が言

われますように、特に住民に近い町レベルでは、リモートでできる事務が非常に

少なく、制度を廃止している町もございました。福崎町は制度としては残してお

りますが、課題も多く、近年の実績はございません。

このような状況でありまして、実現の方法ということでは、先ほどの時間外勤

務の削減にもつながってくるものと考えておりまして、正職員の適切な採用や能

力の向上を図ることを基礎に、制度改正と職場環境の充実、醸成をたゆまなく進

めてまいりたいと考えております。

牛尾成利議員 ありがとうございました。時間外勤務の縮減、ワーク・ライフ・バランスの充

実は、職員の働きやすい職場づくりに欠かせない要素の１つです。私も仕事が終

わらず、毎日終電で帰るという、今では完全にアウトな生活をしてきましたが、

今は時代も違います。管理職には部下を守るための意識の改革も必要です。

また、管理職の方、ここにいらっしゃる皆様、帰れないとは思いますが、皆さ

ん自身も早く家に帰ってください。

以上で、私の一般質問を終わります。ご答弁どうもありがとうございました。

議 長 以上で、牛尾成利議員の一般質問を終わります。

次、３番目の質問者は、住谷庸子議員であります。

質問の項目は

１、孤独・孤立対策の取組について

２、町の下水道事業について

以上、住谷庸子議員。

住谷庸子議員 議席番号９番の住谷庸子でございます。議長の許可を得て、通告に基づき質問

させていただきます。

今回の質問内容は、一見見えにくいと感じる孤独・孤立という社会問題と生活

インフラについてです。
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これらの現状と課題に目を向けることは、地域住民の安心・安全なまちづくり、

誰一人取り残されないまちの実現、公衆衛生の向上につながると思います。

それでは質問させていただきます。

１つ目の質問は、「孤独・孤立対策」についてです。

「孤独・孤立対策」は、これまであまり聞き慣れない言葉や概念であったかと

思います。最近はメディアで取り上げられることも増えてきて、何となく聞き覚

えのある方もいらっしゃるのではないかと思います。

「孤独・孤立を巡る問題」は、独居世帯や核家族の増加、近隣・家族関係の希

薄化、病気などが背景に上げられ、近年はコロナ禍で深刻化・顕在化しています。

政府は２０２１年に孤独・孤立対策担当大臣を新設し、令和６年４月には「孤

独・孤立対策推進法」が施行されました。国が示した「孤独」とは、独りぼっち

を感じる精神的な状態で主観的概念であり、「孤立」とは、社会とのつながりや

助けのない、または少ない状態で客観的概念です。望まない孤独と孤立を抱える

方が政策の対象になります。

また、孤独・社会的孤立や人と人とのつながりの希薄化によって、健康上の

様々なリスクが高まります。ある研究によると孤独・孤立は、喫煙や肥満に匹敵

するか、それ以上に健康リスクを高め、早期死亡リスクを５０％増加させます。

ストレス増加や免疫力低下を引き起こし、鬱病、認知症、心疾患、糖尿病などの

発症リスクを高めるほか、社会的ひきこもり、自殺リスクも上昇させるという結

果が出ています。

国が行った調査では、孤独をどの程度感じるのかとの６段階の問いに対して、

「しばしばある・常にある」「時々ある」「たまにある」と回答した割合が全体

の４割に達しているのです。

全国社会福祉協議会会長は、困っている人が相談できない理由は２つあるとし

ています。

１つは、そもそも相談できる場所があることを知らないこと。２つ目は、場所

は知っていても、自分は相談してはいけない、相談するのは恥ずべきことといっ

た思いが壁になっている。こうした人にアプローチしていく体制が課題になるだ

ろうと言われています。

大切なのは、孤独・孤立を感じている方にとって声を上げやすく、かけやすい

環境をどのようにつくるかです。現在、兵庫県は孤独・孤立対策として、「兵庫

県版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」を設置し、行政、ＮＰＯ、民間

企業などが連携して対策を推進しています。

また、播磨町では、兵庫県で初めて内閣府が実施する「孤独・孤立に関する地

域連携推進モデル調査事業」に採択され、取り組んでおられます。

先月、視察に行かせていただきました。

議長、ここで資料１の配付の許可をいただきたいのですが、よろしいでしょう

か。

議 長 はい。許可をいたします。

住谷庸子議員 先ほどの北山議員と同じＳｉｄｅＢｏｏｋｓの中の議会資料、定例会・臨時会、

第５２１回定例会、一般質問の住谷のフォルダをご覧ください。

資料１、こちらは、播磨町が全町に配布された孤独・孤立対策推進のチラシで

す。

２枚目は、総合相談窓口が記載され、相談しやすい体制ができています。

住民のニーズが多様化する中、福崎町においても、この問題を地域全体で考え、

孤独・孤立対策を推進するために、官民の団体が連携を図ることができればと思
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っています。

ここで最初の質問です。

福崎町の「孤独・孤立問題」の実態把握についてです。

孤独・孤立の実態把握に関する全国調査が令和５年に実施されました。この調

査結果で気になったところは、行政機関、ＮＰＯ法人等からの「支援を受けてい

ない人」の割合が８６％、社会活動への参加状況では「特に参加していない」と

回答した割合は５１％でした。

町の「孤独・孤立問題」の実態（地域とのつながり調査）についてお伺いしま

す。

具体的に、男女比や年齢層、地域活動や社会活動への参加等はどのようになっ

ているのでしょうか。

ほけん年金課長 全国調査とは異なるものになりますが、令和７年１月に実施しました「福崎

町第２次すこやかヘルスプラン」のアンケートの中で、地域の活動に参加してい

るかという質問がございました。

その質問に対しまして「参加している」と回答した割合は男性で７１．５％、

女性で５７．８％となっていました。男性では４０歳以上で７０％を超えて高く

なっていました。女性では、年齢が上がるにつれて、参加していると回答した割

合が高くなっていました。

参加割合が低いのは、男女とも２０から３９歳の年齢層で男性で４６．５％、

女性で５４．３％となっておりました。

住谷庸子議員 福崎町では、年齢の高い人の地域活動への参加率が高く、男女比では男性が高

くなっている。それと比較して成人期の年代の参加率は半数くらいにとどまって

いるということが分かりました。

次に、社会的孤独・孤立が及ぼす健康上の影響について、具体的にどのように

お考えでしょうか。

ほけん年金課長 議員のご指摘にもありましたが、生活が不活発となり運動不足、不健康な食

事、喫煙、過度の飲酒などによって健康に悪影響を及ぼすと考えられ、生活習慣

病や精神疾患の発症リスクが高まると思います。

また、高齢者では、フレイル状態から心身機能の低下によりまして様々な病気

の発症リスクがあると思います。

住谷庸子議員 冒頭にも申しましたように、人と人とのつながりが希薄になると健康リスクを

高め、早期死亡リスクを増加させます。

では、孤独・孤立の何が問題視されるのでしょうか。

孤独・孤立に関する有識者会議の中では、「孤独・孤立の何が悪いのか」「人

と付き合おうが、付き合おうまいが個人の自由だ」という批判を耳にする機会も

少なくありません。個々人の自由を尊重する私たちの社会では確かに、誰とどう

付き合うかも自由ですし、つながりに入らないことも１つの選択とみなされます。

とはいえ、孤独・孤立が私たちにプラスの影響を及ぼすと判断し得る研究はほ

とんどありません。孤独感の高さは、心身の健康に深刻な悪影響を及ぼします。

孤立している人の生活への満足感は総じて低くなります。また、孤独感の高い

人や孤立している人は、経済的に厳しい状況にあり、仕事をしていないなど、社

会的に「恵まれない」とみなされがちな境遇にあります。このような事情を無視

して、孤独・孤立も自由な選択の結果だと結論づけてしまうと、結果として厳し

い状況にある人を見過ごすことにつながります。だからこそ、孤独・孤立につい

ては、それが社会問題であることを認識し、しっかりと対応していく必要がある

と思います。
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次に、子ども・現役世代（２０から５９歳）に対する孤独・孤立対策について

です。

子どもや現役世代の孤独・孤立対策として、２０２４年に施行された孤独・孤

立対策推進法に基づき、政府や地方公共団体、ＮＰＯなどが連携して、相談支援

体制の整備や、居場所づくりを進めています。特に子育て世代では、ゼロ歳児の

ときに孤独を感じやすい傾向があり、行政サービスのニーズが高いと聞いていま

すが、町の具体的な対策についてお伺いします。

ほけん年金課長 子どもがゼロ歳のときに孤独を感じやすい傾向とのことですが、保健センタ

ーでは、産後ケア事業、それから７か月児、１０か月児の健康教室や相談などを

行っております。また、子育て支援センターなどではグループ活動もございまし

て、保護者同士の交流の機会にもなっております。外出がしにくい要支援家庭へ

は保健師が家庭訪問を行っております。

そのほか、子育て世代の相談窓口といたしまして、保健センターでは家庭自立

相談などの相談業務を行っております。

２０歳から５９歳の青年期、成人期におきましては、「孤独・孤立相談」に特

化はしておりませんが、福祉課、保健センターなどへ相談していただければ、ニ

ーズに応じて対応しております。大人の居場所、若者サポートステーションなど、

状況に応じて専門相談窓口の紹介やサービスの案内等の支援を行っております。

福 祉 課 長 特に孤独・孤立対策推進法に基づき取り組んでいる事業ではありませんが、

ご質問の趣旨に類似した事業として、福祉課の障がい者基幹相談支援センターで

は、現役世代の、いわゆるひきこもりの大人の人を対象とした大人の居場所づく

り事業を令和６年度から実施しています。週に一度、山田文庫さんをお借りして、

障がいのある・なしにかかわらず、仕事を続けられない人や、就労できなく家に

いる人などを対象に、外に出る第一歩として、簡単なおしゃべりや、趣味の披露

など、少しずつ社会とつながる窓口になればと始めた事業でございます。

また、子どもを対象とした「居場所づくり事業」も実施しています。学校で過

ごしにくい児童や不登校の児童生徒やその保護者を対象としたもので、地域のボ

ランティアと協働して支援活動を行っています。

住谷庸子議員 保健センター、福祉課等で対象年齢に応じて様々な事業に取り組んで支援を行

っておられることが分かりました。対策の主なものには、相談支援体制の整備や、

居場所づくりや地域資源も活用したネットワークの構築、相談しやすい環境整備、

地方公共団体や民間との連携構築等があると理解しています。

続いて、孤独を感じる割合が高い高齢者、特に単身に対する孤独・孤立対策に

ついて、町の具体的な対策についてお伺いします。

ほけん年金課長 各地区ごとに我が事会議の開催を促しておりまして、地域の見守りが必要な

高齢者の情報を共有したり、必要なサービスにつなげるように勧奨をしておりま

す。

見守りが必要と、民生委員の方が判断されたような高齢者に対しては、福祉票

を作っていただき、町と共有し、支援を通じた活動を行っています。

介護予防が必要な要支援者の方につきましては、通所系のサービスを使ってい

ただきまして、外出の機会を確保し、フレイル予防に努めているところです。

住谷庸子議員 核家族化の進行や地域コミュニティーの希薄化により、高齢者の独り暮らしが

増加し、孤立・孤独を感じる人が増えています。

その対策として、先ほどご答弁にあったように、相談窓口の設置や、地域での

見守りネットワーク、介護保険制度の活用、地域活動への参加や、趣味のグルー

プ活動への参加、多世代交流促進等があると思います。
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今後、車が運転できない、相談窓口や通いの場に自分の足で行けない人への支

援も併せて検討する必要があると思います。

子どもから高齢者まで、あらゆる世代において、「つながりづくり」や「支援

体制の強化」、「居場所づくり」、「コミュニティ形成」が重要であると感じま

したが、ほかにも、孤独・孤立状態に陥る前の「予防」の観点も重要です。

個人の生活の変化に応じたライフデザインの見直しを促すことや、社会とのつ

ながりを多様にアプローチする対応も必要となってきます。

また、悩みを抱えていても、どこに相談すればよいのか分からず、適切な支援

にたどり着けない人々、つまり「相談難民」がおられます。

相談しやすい体制づくりについて質問です。

「相談難民」が発生する背景には、いくつかの要因があり、その１つに、「相

談窓口の複雑化・多様化」や「情報へのアクセスの困難さ」があります。

「相談難民」を生まないための取組として、困っている人が相談しやすい体制

をつくるにはどうしたらよいとお考えでしょうか。

ほけん年金課長 まずは相談窓口の周知、それから相談体制の整備が大切だと思います。

それから、相談の入り口を一本化するという方法もあると思います。どこへ相

談したらいいのか分かりにくい人の不安を減らすことで、効率的な支援にもつな

がっていくものだと思います。

一方で、ご自身が相談しやすい窓口で相談していただくということも大切では

ないかと思っております。

実際の相談内容は、様々な分野にまたがっているため、１つの相談窓口では対

応し切れない場合が多いです。まずは、対応した窓口から適切な窓口やサービス

へつながるような関係機関の連携を強化すること、それから、相談を受けた者が

「つなぎ役」となって、引き継いでいくんだという意識を高めることが大切だと

思っております。

住谷庸子議員 状況に合わせた切れ目のない相談支援につなげるために、相談支援体制の整備、

人材育成等の支援が必要となります。

政府は、相談窓口に関しては一本化することを進めています。その理由は、相

談者の多様な悩みに対応し、適切な支援へ迅速につなげるためです。これにより、

複数の窓口を探す手間を省き、支援へのアクセスを向上させます。

住民の方が役場に相談に行くと、この件は○○課の課が担当しているから、あ

っちに行ってと言われ、そこでも話の途中で課が担当している内容ではないと判

断されると、また△△の課へ行ってと言われることもしばしばあると聞きます。

これでは、相談者も疲れてしまい、住民サービスの低下につながりかねません。

統一窓口の目的は、孤独・孤立に関する悩みは複数で多岐にわたるため、分野や

地域ごとに分散した相談窓口を連携させ、包括的な支援体制を構築することが目

的となります。

最後に、「地方版官民連携プラットフォーム構築」についてお聞きします。

「地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」は、地方においても様々

な関係者が相互に連携・協働して、地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォ

ーム（以下、「地方版ＰＦ」と略させていただきます。）これの推進を行うこと

が求められています。

そのため、国は令和４年度より「地方版ＰＦ推進事業」を立ち上げ、３年間で

計５４自治体に対して、地方版ＰＦのモデル構築を支援し、またそれらの成果を

全国共有することで、各地域の実情に応じた「地方版ＰＦ」の設立を推進してき

ました。
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「地方版ＰＦ」の目的は、孤独・孤立問題は、個人の問題ではなく、社会全体

で対応すべき課題と認識し、行政機関やＮＰＯなどの役割が重視されています。

地方版ＰＦの推進は、地方公共団体が地域の実情に応じたプラットフォームを設

置できるよう国が支援しています。

議長、ここで資料２の配付の許可をいただきたいのですが、よろしいでしょう

か。

議 長 はい、許可をいたします。

住谷庸子議員 それでは、先ほどの資料のところの、今度は２のほうをご覧ください。

こちらは内閣府の資料です。孤独・孤立に関する施策の推進を図るための重点

計画と地方版官民連携プラットフォームの資料です。イメージしやすい図となっ

ていますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。

令和６年度でこのモデル事業は終了していますが、現在、この取組を行うと

「社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金」が出ます。補助率は４分の３

と高い割合で補助されます。

議長、ここで、資料３の配付の許可をいただきたいのですが、よろしいでしょ

うか。

議 長 はい、許可いたします。

住谷庸子議員 社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金の資料です。

ぜひお目通しいただけたらと思っております。

ここで町長にお尋ねします。福崎町において、誰一人取り残されない町を目指

して、「地方版官民連携プラットフォームの構築」を前向きにご検討いただけな

いでしょうか。

町 長 情報提供ありがとうございます。

地方版の孤独・孤立プラットフォームにつきましては、その趣旨を理解して検

討してまいりたいと思います。ただし、直ちに新たな仕組みを立ち上げるという

ことではなくて、まずは既存の資源や取組を丁寧に見直し、活用することから始

めたいと、このように思います。

現在既に、地域包括支援センター、こども家庭センター、障がい者基幹相談支

援センター、社会福祉協議会、ボランティア団体、各自治会など、多様な組織が

様々な活動をしています。これらの取組を見える化し、住民に分かりやすく情報

を届けることが重要だと考えております。

まずは、役場内で今実施をしている自殺対策担当者会議を拡大して、役場職員

が孤独・孤立対策への理解を深めていきたいと思います。

その上で、各組織の活動を支援し、情報共有の場を少しずつ広げながら、地域

の実情に即した形で「誰一人取り残されない町」の実現に向けて取り組んでまい

ります。

住谷庸子議員 孤独・孤立問題は、つながりが薄い社会では、誰にでも起こり得る問題です。

特に孤独・孤立状態にある人への支援が行き届かないのが一番の問題点だと思っ

ています。

孤独・孤立対策は、独居の高齢者、ひきこもり、産後の鬱など、福祉分野にお

ける支援だけではありません。予防の観点を含めると、まちづくりや文化、スポ

ーツ、防災、にぎわいなど、様々な視点が含まれるアプローチになります。

例えば、人が自然と集まるベンチを設置すること、新しい出会いが生まれるイ

ベントを開催することも、孤独・孤立対策になります。

国がこの対策を推進している間に、福崎町においても、各課横断的な取組、分

野横断的な視点から町全体でこの問題に取り組んでいただけることを願っていま
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す。

議 長 一般質問の途中でありますが、ここでしばらく休憩いたします。

会議の再開を１３時といたします。

◇

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 １時００分

◇

議 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。なお、城谷英之議員から早退届が提

出されましたので報告しておきます。

住谷議員。

住谷庸子議員 次に、私たち住民生活にとって、なくてはならないインフラ、今回は生活イン

フラである下水道について質問させていただきたいと思います。

下水道や水道は「見えないインフラ」と呼ばれていて、道路などの地上インフ

ラが見えるのに対し、地下に広がるインフラはその存在に気づくことが難しいた

め、しばしば忘れがちになります。しかしながら、地下インフラは私たちの快適

で安全な生活を維持するためには、欠かせないものであります。

これら見えない部分を私たちが当たり前のように利用し、生活の質や安全性に

どれほど寄与しているかを考えると、その重要性が浮かび上がってくると思いま

す。

下水道事業とは、経営的なことから、各種工事や維持管理など様々な分野での

業務があることは承知しているつもりですが、住民生活の目線から見ますと、や

はり一番気になることといいますと、「今、この地面の下に広がっている下水道

管が、今後大きな事故もなく、安心して使用することができるか」ということだ

と思っています。

私たちが家庭で使った汚れた水は、家や道路の下にある下水道管を通って、処

理場に運ばれていくわけですが、もしその下水道管に異変が生じ、排水できなく

なったり、事故が起こったりすると、たちまち私たちの生活に大きな支障が生じ

ることになります。

また、修繕に多くの時間と費用がかかります。こういったことにならないよう、

福崎町においてもしっかりとした準備や対策が必要であると感じています。

現在、全国の下水道管道路の総延長は、５０万キロメートルを超えると言われ

ており、そのうち約８％、４万キロメートルが耐用年数を超えているとの報告が

あります。

最初の質問になりますが、下水道管の耐用年数と町の下水道管の延長、そして

そのうち耐用年数を超えているものが何メートルぐらいあるかお聞きします。

上下水道課長 下水道管の耐用年数は材質にかかわらず、５０年となっております。また、町

内の下水道管の延長は約２００キロメートルでございます。

それから耐用年数を超えている下水道管ということですが、福崎町で下水道の

整備を始めましたのが、平成６年供用開始の板坂地区の農業集落排水でありまし

て、現在３１年が経過しているといった状況でございます。したがいまして、耐

用年数が経過している下水道管はありません。

住谷庸子議員 福崎町は、下水道管の整備開始から日が浅いということで、比較的新しい下水

道管ということが分かりました。過去に、または今後どのような形で、劣化度合

いを調査されましたか、もしくはされようとしていますか、お聞きします。

上下水道課長 下水道管の劣化度合いについては、一般的に劣化の激しい箇所といいますのは

圧送管の吐出先となります。吐出先は主にマンホールの中ということになるので
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すが、そこでは落差の影響で、管口も含めてマンホール全体が傷んできます。こ

ういった箇所については５年に一度点検を行い、必要に応じて修繕を行っており

ます。また、今後も継続して点検・調査を行っていきます。

そして、それ以外の下水道管についてでございますが、比較的新しい施設です

ので、地表面に変状がないかなどの確認を巡視によるものですが、行っていると

ころでございます。

住谷庸子議員 それでは次の質問です。今年１月、埼玉県八潮市で発生しました道路陥没事故

が記憶に新しいのですが、その原因は下水道管の破裂によるもので、男性１人が

お亡くなりになられています。こういったことが、福崎町でも起きないか、少し

心配になります。先ほどご答弁いただきました内容で、ある程度の点検はされて

いるとのことですが、町ではこういった事故の可能性は低いと考えてよいのでし

ょうか。もし、可能性があるのなら、調査が必要ではないでしょうか。いかがで

しょうか。

上下水道課長 可能性ということですが、ゼロではないというふうに思っております。ただ、

埼玉県八潮市の状況と大きく異なりますのは、八潮市で今回原因となった下水道

管は直径が約５メートルという大きな管でありました。福崎町の下水道管は最大

のもので、直径は８０センチ、多くは直径１５センチの管が埋設されておりまし

て八潮市とは規模が違います。国土交通省においても事故発生後の緊急点検要請

で対象となる下水道管の直径を２メートル以上としておりまして、小口径の下水

道管は除外しております。このようなことから、設置後３０年での大規模な点検

や調査は費用対効果の面から考えても、今のところ必要性は低いというふうに考

えているところです。

住谷庸子議員 では、道路の空洞点検についてはどのようにお考えでしょうか。

上下水道課長 道路下の空洞につきましては、正直申し上げまして、なかなか調べにくい点検

項目となっております。現在の技術においては、電磁波を当てて調べることは可

能でありますが、多額の出費が伴います。工事を行ったことが原因で空洞が発生

することもないとは言えませんが、先ほど答弁いたしましたように、福崎町の下

水道管は比較的新しいものでございますので、管の損傷に起因する空洞というの

は考えにくいというふうに考えております。

住谷庸子議員 次に、耐震化の取組についてお尋ねします。

最近、下水道管の耐震化の取組が重要だと言われております。今後どういった

計画で下水道管の耐震化を進めようとされていますか。

上下水道課長 下水道管の耐震性ということですが、現在埋設されている下水道管は一部初期

に埋設された管以外はおおむね国の基準を満たしておりますので、耐震化の計画

というものは持っておりません。

住谷庸子議員 先ほどの課長のご答弁の中で、おおむね国の基準を満たしているとの回答があ

りましたが、国の基準とは、どの程度の震度に耐えられるものなのでしょうか。

上下水道課長 簡単に申し上げますと、重要な幹線につきましては東日本大震災レベルの地震

において「流下機能を確保できる」ことが基準となっております。

その他の管路については、同震災レベルの基準設定はなく、もう少し下の中程

度の地震動において、「設計流下能力を確保できる」ことが基準となっておりま

す。

住谷庸子議員 ほとんどの管が国の基準を満たしているということで、安心をいたしました。

次に、マンホール蓋付近の地面のひび割れについてお聞きします。

町内の道路を歩いていますと、マンホールの蓋の周りのアスファルトにひび割

れが発生している箇所が見受けられます。この現象について、もしマンホールな
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どの構造物が原因で発生しているのであれば、問題はないのでしょうか。また、

これにより、地下の構造物などに影響があるのではと心配をいたします。こうい

った状況について、修繕等の必要性についてお伺いします。

上下水道課長 おっしゃるように、マンホール蓋の周りでアスファルトにひび割れが発生して

いる箇所が町内では多く見られます。これは下水道のマンホール蓋に限らず、道

路上に存在するあらゆる蓋や構造物付近でよく発生する現象であります。

舗装面と蓋との僅かな段差によりまして振動や衝撃が繰り返し生じることが原

因というふうに考えられますが、これによって地下の構造物に変状を来すもので

はないというふうに考えております。

しかしながら、ひび割れが大きく、安全な通行に支障が出るような箇所があり

ましたら、現地を確認の上、対応をいたします。

住谷庸子議員 マンホール自体には影響がないということで安心をしました。

今のところ、見る限りでは通行には影響ないと思いますので、また何かあれば

連絡させていただきます。

最後は雨水についてお聞きします。

幸いにも最近は一時的な雷雨は発生するものの、大きな台風の直撃もなく、大

規模な溢水は発生していないように思います。しかしながら、油断は禁物です。

毎年、全国あらゆる地域で浸水による被害が発生しており、人命に関わる被害も

少なくありません。

そこで、町の浸水対策についてお尋ねいたします。

まず、町の内水による浸水対策の基本的な考え方と、現在までの雨水整備の状

況についてお伺いいたします。

上下水道課長 福崎町では、大型台風や頻発する集中豪雨によって発生する市街化区域の浸水

被害を早期に解消し、町民が安心して暮らせるまちを実現することを目的に、平

成４年度に雨水計画を策定いたしました。

計画上、時間４６ミリの雨量を設定した中でシミュレーションを行いまして、

浸水対策の必要性を判断しております。判断にあたっては、自治会などから寄せ

られる浸水情報も参考にさせていただいております。

また、雨水整備の状況ということでございますが、福崎町では平成１７年度か

ら雨水整備事業に取り組んでおりまして、これまでに町内で５つの幹線整備を完

了しております。現在はご存じのように西光寺地区で川すそ雨水幹線の整備を進

めておりまして早期の完了を目指しているところでございます。

住谷庸子議員 現在、川すそ雨水幹線の工事を進められているということは、私も西光寺とい

うことでよく知っております。長い期間、夜間工事もされていて、大変な費用を

つぎ込んでいただいていることに感謝を申し上げます。

その川すそ雨水幹線工事ですが、全て完了するのは何年後となりますか。

上下水道課長 現在の区間は今年度中に完了をいたしますが、最終地点の西光寺の仁王門まで

は、舗装の本復旧を除いて、早くて令和１０年度、少なくともあと３年はかかる

だろうというふうに思っております。

住谷庸子議員 今の区間の工事が完了すると、工事は西光寺の村の中に進んでいきます。この

道は通学路にもなっていますので、できるだけ早い完了をお願いしたいと思いま

す。

住民への雨水内水対策は過去から進んできているようですが、下水道施設に対

しての豪雨災害への備えはどのように進んでいますか。下水道管以外にも施設が

多くあると思いますが、集中豪雨によって、施設の中の機械や電気設備が浸水し、

使えないようにならないのかお尋ねいたします。
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上下水道課長 １００年確率といいまして、１００年に一度の確率で降る雨の量で計算した場

合、市街化区域付近で浸水の可能性があるのは、福崎浄化センターでございます。

しかしながら、その浸水の深さは約２０センチ程度というふうに試算されており

まして、一部の出入口を除き、基礎コンクリートがそれ以上に上がっております

ので、被害は少ないと想定しております。

また、浸水の可能性のある出入口については応急的に止水板などで対応可能か

というふうに考えております。

農業集落排水施設は板坂処理場以外の処理場では浸水被害はないという試算に

なっております。この板坂処理場についても、間もなく公共下水道へ統合されま

すので、浸水の影響はなくなるというふうに思っております。

住谷庸子議員 下水道施設の災害への対応について、いろいろと質問させていただきました。

備えとしましては、おおむねしっかりとできているのではと感じています。

また、福崎町の下水道管は比較的新しいもので、劣化や損傷は少なく、国の耐

震化基準も満たしており、道路陥没事故も起こりにくいことが分かりました。

私たちがこれからも快適かつ安全に暮らし続けるためには、冒頭に申し上げま

した見えないインフラへの意識を高め、施設を適切に維持管理していくことが不

可欠だと思います。

また、まだ問題が起きていないから大丈夫ではなく、問題が起きないように行

動するといった予防的な姿勢こそが、これからの持続可能な社会の実現につなが

っていきます。

引き続き定期的な点検と調査を通して、トラブルを未然に防ぐ体制づくりを強

化していってもらいたいと思います。

これで私の質問を終わらせていただきます。

議 長 以上で、住谷庸子議員の一般質問を終わります。

次、４番目の質問者は、田中康智議員であります。

質問の項目は

１、行政改革について

２、市街化調整区域及び都市計画区域外の活性化について

以上、田中議員。

田中康智議員 議長の許可を得て一般質問をさせていただきます。８番、田中康智でございま

す。本日は、先ほど議長からご案内いただきましたように、行政改革について、

そして、市街化調整区域及び都市計画区域外の活性化について、一般質問をさせ

ていただきます。

いずれも町民の皆様のご意見を伺うパブリックコメントが実施される案件に関

するものであり、提案を含めて質問をさせていただきますので簡明かつ積極的な

ご答弁をよろしくお願いいたします。

では早速、行政改革について、第７次行革期間の後の収支見込みをお尋ねいた

します。

行政改革の大綱、実施計画では、令和８年度から１２年度までの５か年を計画

期間としております。その期間の収支不足の見込額５億円を自主財源の収入の増

１億円、そして一般財源の削減４億円で賄うとするのが行革の基本的な構造とな

ってございます。

当初示された令和１５年度までの長期収支見込みでは、今回の計画期間の後と

なります令和１３年度から令和１５年度までの３か年、この３か年で赤字基調で

して、３か年合計で約６億円の赤字になるんだと。そして令和１５年度には財政

調整基金が枯渇するという、そういうふうな計画が示されました。
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そこで、町長にお伺いしたいのですが、今回の行政改革に上げた収支改善策は、

この令和１３年度以降の収支の改善についても見越した計画になっているんでし

ょうか。このあたり、よろしくお願いいたします。

町 長 第７次行政改革での収支改善策につきましては、あくまで行政改革推進期間内、

令和８年度から１２年度までのもので、令和１３年度以降の収支改善を見越した

ものではございません。

田中康智議員 ただいまのご答弁では、今回の行政改革の内訳について特に言及がありません

でしたので、たしか本日からパブリックコメントも開始されているかと思います

が、このパブリックコメントで公表された資料とか、これまで議会に提出されま

した資料なんかから、ちょっと私なりに内容を分析させていただきました。

この５か年で人件費の削減額は１億１，０００万になるかと思いました。物件

費の削減額としては１億３，０００万円。パブリックコメントでは「投資的経費

の削減」というふうに表現をされていましたんですが、内容的には新ごみ処理施

設の建設の負担に対する緊急の財源対策、こういったもので２億１，０００万円、

パブリックコメントには省略をされておりましたけども、ほかに学校施設の長寿

命化計画の精査をしたいとか、あとは大規模修繕の見直しなんかで２億９，９０

０万というようなもの。それから、その他投資時期の精査をしましょう、調整を

しましょうということで１，１００万といったものが議会に提出された資料には

ございました。合計で８億６，０００万というふうに私はちょっと見ておるんで

す。

緊急財源対策の２億１，０００万は、行政改革の期間が終了した令和１３年度

以降も毎年５，０００万円の公債費の増というふうに跳ね返ってくるというふう

に分析をしております。

当初、令和１３年度から１５年度までの３か年の赤字６億円というふうに示さ

れておりましたが、それに１億５，０００万悪化するという計算になろうかと思

います。

また、学校の長寿命化計画や大規模修繕を先延ばしにしましたけども、これを

令和１３年度以降に再開をすると、これまた３億円というふうな結果になります。

この３億円という数字は、もともとこの３年間で予定していた投資を一切行わな

くても、単年度の投資額の頭打ち、１億円という今回の目標ですね、この金額に

なってしまうという、こういう規模の金額なんでございます。

町長にお尋ねしたいんですが、投資的経費を単年度１億円にするために、この

延期をします投資の再開時期をどのように計画されているのか、よろしくお願い

いたします。

町 長 現在のところ、延期した投資的事業の再開時期は申し上げられませんが、学校

施設の長寿命化工事につきましては、今後、学校施設等長寿命化計画の見直しの

中で実施計画を示していけたらなと思っております。

エルデホール大規模改修についても老朽化具合を総合的に判断して、改修時期

を見極めていきたいと考えております。

田中康智議員 ご答弁ありがとうございます。

次期の行政改革、この収入面のお話にさせていただきますと、ふるさと納税の

寄附を毎年１，０００万円ずつ増額していこうというような積極的な計画となっ

ております。

ふるさと納税の返礼品を魅力的にするための努力や工夫を職員の皆さん、それ

からまた町内の事業者の皆さんが一致団結して取り組んでおりまして、ぜひとも

このような増収は実現していきたいという思い。これは私も全く同じなんです。
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この毎年１，０００万ずつ増加をしていくということ、これも見越して、令和１

３年度以降もそんなふうになっていただきたい。ただ、人件費の伸びというのが

令和１３年度以降は、例えばないと仮定しても、そしてまた、投資的経費を単年

度１億円に抑えるというこの財政運営を継続していったとしても、私が試算して

みると、令和１３年度以降、赤字基調は変わってないんじゃないかというふうに

思うんですが、こういった私の分析はいかがなものでしょうか。

企画財政課長 令和１３年度以降の財政健全化につきましては、今後５年間の収支状況を見な

がら、対策を考えていくことになります。実質単年度収支が赤字基調であれば、

第８次行政改革でさらなる歳入の増収や歳出の削減を検討していくこととなりま

す。

田中康智議員 これまでのご答弁を私なりに要約をさせていただきますと、今回の第７次行政

改革の計画期間であります令和８年度から１２年度までの、この５か年に限って

は、一般財源ベースで歳入１億円の増収、歳出の４億円の削減、これは数字とし

ては達成できると。しかし、令和１３年度以降については、今以上の財政健全化

策が必要であるというふうなことをおっしゃったのかなというふうに私は思いま

す。

令和１３年度以降に今回の行政改革のほうに含まれております人件費の削減と

か、物件費の削減が令和１３年度以降に容易にできるんであれば、前倒しして、

今回の第７次の計画に入れればよいのであって、この分野の削減というのは本当

に容易なことではないんだということは明らかなんです。

道路や建物など、公共施設について長寿命化や大規模修繕などのストックマネ

ジメントと新規投資をどのようにミックスさせていくのかを大胆に見直していか

ないと改善できないというようなことを物語っているんじゃないかと私は思いま

す。

このため、投資的経費にかかる中期の戦略的な計画が必要だというふうに私は

思うんですが、ご認識のほう、いかがでしょうか。

町 長 投資的経費につきましては、毎年第６次総合計画の実施計画を策定しておりま

して、今後３年間の実施事業計画を議会にお示しをさせていただいております。

それと、今後１０年間の収支見通しは作成しておりまして、１０年間の投資的経

費についても見込みを立てておりますが、国・県の補助金や町債などについては

制度改正などがありまして、１０年程度の中期的に見通すことはなかなか難しい

ところがございまして、事業費についてもこれだけ物価上昇が続いております。

投資的経営経費の中期的な計画を立てるのは現実的ではないと思っておりまして、

現行の総合計画実施計画で３年間の投資的経費をお示しさせていただきたいと思

っております。

田中康智議員 ご答弁ありがとうございます。ただいまパブリックコメントも実施されてます

次期の行政改革の素案では、公共施設の廃止・統合についても考えていくんだと

いうようなことが書かれております。

この何年度にどんな活動をするんですかという実施計画なんかを見ますと、令

和８年度、９年度に議論を重ねますよと、そして令和１０年度にはその結果を出

すというふうに読み取れるような資料が添付をされておるんです。

その点につきまして、１０年度に結果が出るんだったら、令和１１年度、１２

年度の効果額を具体的に示していただきたいいうようなことを委員会でもちょっ

と申し上げたことがあるんですが、それは現時点では無理であるというふうなご

答弁も頂戴しております。

令和１３年度以降の収支を見据えて、公共施設の廃止・統合による収支の改善、



－36－

これの規模感、どの程度の規模が必要なんだという規模感であればご答弁いただ

けると思うんですが、この点いかがでしょうか。

企画財政課長 第７次行政改革実施計画の項目の「３２．公共施設マネジメントの推進」で、

令和８年度から令和１２年度の５年間で、公共施設の廃止・統合・複合化の検討

を行う。令和１０年度に公共施設等総合管理計画を見直すこととしておりますが、

令和１０年度に公共施設の廃止・統合について結論、結果を出すというものでは

ございません。

令和１３年度以降の収支につきましては、令和７年度収支見通しで考えますと、

公共施設の廃止等による収支改善を含め、収支全体で年間５，０００万から６，

０００万の改善が必要と思っております。

田中康智議員 ありがとうございます。

先ほど令和１３年度以降の収支の規模感についてのご答弁をいただいたんです

が、５，０００万から６，０００万というようなお話がありましたが、恐らくそ

れは単年度でということだったと思います。

その単年度ということですので、それを５倍、５年間にしますと、次の第８次

の行政改革の話では、５年間で２億５，０００万から３億円というのが必要なん

じゃないかと。ただ、これは私が質問させていただいた公共施設の廃止とか統合、

それだけを補うものじゃないと、含めてというふうにおっしゃいましたんで、と

いうふうなご答弁をいただいたかと思います。これは第７次で一生懸命やってい

く行政改革、これにまだ上乗せをしなきゃいけないというお話でございます。こ

の第７次の行革に上げられている個別の投資については、この後も質問を改めて

また言及させてもらいたいと思うんですが、投資の大きな流れとして施設の長寿

命化計画や大規模修繕計画は、計画自体、これを改めて検討するというご答弁も

先ほどありました。

投資額を単年度当たり一般財源で１億円を上限に定めるということ。そして、

人件費も物件費も第７次で大枠は出尽くしているということであれば、全く新た

な収入を確保するとか、あとは公共施設の廃止・統合、あとは民間活力の活用以

外、令和１３年度以降の方策はないと私には思われるんです。

私は、いたずらに町民の皆さんの不安をあおると、こういうことは、これ絶対

やってはいけないということだと考えておるんです。確かに、財政再建をするた

めには厳しい内容ですが、これが達成できれば、本町の財政状況は回復基調にな

るんだ、だから不安に思っていただくことはありませんという内容をきちんと提

示することが誠実な態度だろうというふうに思いまして、これまでこの本会議の

場でありますとか、委員会の場、様々意見を述べさせていただいてきたところで

ございます。

きっと町民の皆様は、今回のパブリックコメントに上げられている財政再建策

で、本町の危機的な財政状況は改善されるのだというふうにきっと思われると思

います。令和１３年度以降には、もっと改善しなければ危機は脱しないんだ。そ

の方策を今は明示してもらっていないんだということは、あの内容では読み取れ

ないと私は思います。

第７次行政改革大綱と実施計画に記載してある令和８年度から検討する、そう

いうふうにちゃんとうたってある公共施設の廃止・統合、民間活力の活用につい

ては、真摯に検討して、その検討過程も可能な限りオープンにしていただいて、

できるだけ早く町民の皆さんに明らかにしていく必要があると考えますが、町長

のご意見、お考えを伺いたいと思います。

町 長 公共施設の廃止・統合、また民間活力の活用につきましては、今後検討してい
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くことになります。具体的な対象施設が決まりましたら、議会に説明を行うとと

もに、町民の皆様にも情報提供をさせていただきたいと思います。

田中康智議員 長期の計画を策定することの難しさというのは、これ私十分に承知してるつも

りなんです。確かに、これだけ行財政を取り巻く環境が激変している中で、１０

年先を見通せと言われても、なかなか難しいというふうなご答弁もありました。

確かにそのとおりだというふうに私も分かっておるんですが、これを、これから

検討を始める案件について、今検討を始めてないのに、それについてのことを明

示できないというご答弁、これも趣旨は分かるんです。分かるんですが、公共施

設の廃止・統合とか、民間活力の活用というのは、効率的な行政運営を考えてい

く上では、常日頃から念頭に置いておくべきものなんです。

これまでも、様々な場面でそういった指摘が上がってきたかと思うんですよ。

全く白紙の状態からの検討ということとは全然違うと思うんですね。できる限り

早く検討の素材を提示をしていただいて、町を挙げてこういったものを議論して

いかなきゃいけません。これを議論をしていって、本当の意味で安心できる状態

を目指していただきたいというふうに思います。

この件につきましてはこの程度にさせていただきまして、続いて、市街化調整

区域及び都市計画区域外の活性化についての質問に移りたいと思います。

まず、市街化調整区域及び都市計画区域外の活性化の必要性のご認識について

お尋ねをしたいと思います。

現在、令和８年度から令和１７年度までの今後１０年間の福崎町のまちづくり

の基本計画となる都市計画マスタープランの改定作業が行われております。

令和８年６月頃には改定が完了することを目標に、有識者の皆さんや町議会の

代表者、それから住民の代表者の皆さんで構成される都市計画審議会で様々な議

論が行われているところでございます。

福崎町の都市計画では、ご承知のとおり区域区分を定めております。市街化区

域と市街化調整区域を区分して、また都市計画の区域外の地域もあります。

この市街化調整区域と都市計画区域外を合わせて「調整区域等」というふうに

表現させていただいて、今後質問させていただきたいと思います。

この調整区域等は、面積では山林も含んでおりますので、福崎町全体の９０．

６％を占めておりますし、居住の人口では、令和２年の国勢調査を基にしますと、

４６％の方がこの調整区域等にお住まいです。人口の推移では、市街化区域内で

は人口が増加傾向であるのに対しまして、調整区域等では減少が続いている状況

でございます。

また、令和６年の空き家実態調査の結果では、市街化区域内で１３１戸の空き

家数に対しまして、調整区域等では２４９戸となっておりまして、人口の推移と

同じような結果の数字が出ておりました。

私は、福崎町の活性化を考えるとき、調整区域等の活性化は最も重要なテーマ

の１つというふうに考えておるんですが、この点につきましての町長のご認識を

まずお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

町 長 この問題につきましては、高市早苗総理大臣も国の発展は地方からというよう

なこともおっしゃってまして、福崎町も規模は小さいですけれども、市街化区域

だけが元気になっていくことは無理だろうというふうに思います。市街化調整区

域も含めて、みんなで元気になっていかないといけないと、このように考えてお

ります。

福崎町の市街化調整区域、都市計画区域外であります田口地区は、良好な自然

環境を形成しておりまして、また、優良な農地が多く、豊かな田園空間を形成し
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ております。また、各地域にはそれぞれ特性や特色があると思います。

議員がおっしゃったとおり、約半数の方が市街化調整区域等にお住まいになら

れております。市街化区域もそうなんですが、秋祭りは他市町に比べても、非常

に盛んでありまして、積極的に地域のイベントや行事に参加していただいており

まして、こういった地域の方々が、福崎町を支えていらっしゃるんだなというふ

うに感じているところでございます。

しかしながら、市街化調整区域等の人口がだんだんと減少している中、活力維

持を図るためにも、県内でも一番最初に特別指定区域制度に取り組んできたとこ

ろでございます。当然、調整区域等の活性化は、最も重要なテーマの１つである

と考えてございます。

田中康智議員 ありがとうございます。調整区域等の活性化、最も重要なテーマの１つである

とお考えということのご答弁をいただきました。非常に安心をさせていただいた

ところでございます。

そこで、続けてご質問をさせていただきたいんですが、都市計画マスタープラ

ン、今現在改定作業を進めておりますが、これに、この市街化調整区域等の活性

化のことについて、どのように位置づけようとされているのか、その点をちょっ

と提案も含めてご質問をさせていただきたいと思います。

都市計画審議会の資料では、その内容を見せていただきますと、現況調査を踏

まえた課題の整理というペーパーがちゃんと入っております。市街化調整区域の

未利用地活用が項目というふうに１つ上げられておりました。そこでは、優良な

農地の保全を図り、田園環境と調和した土地利用を図るため、特別指定区域制度

や地区計画制度の活用により、住宅・産業等の土地利用や、町外からの従業者・

若年向け賃貸集合住宅の供給など、計画的な住環境を形成することが重要である

というふうな指摘がございます。

また、福崎町立地適正化計画を踏まえた都市機能誘導区域の役割形成を推進す

る、このように誠に重要な指摘がなされておるところでございます。

今現在の、今改定中の話ではありませんよ、今現在の都市計画マスタープラン

を見ると、市街化調整区域に関しては、「目指すべき都市像」の中で「特別指定

区域の活用などを行い集落の活用維持に努める」とし、「都市計画道路をはじめ

とする道路ネットワークで集落を結び、地域公共交通の充実を図り、誰もが住み

やすいまちを目指す」というふうなところをちゃんとうたってあるんですが、あ

とは市街化調整区域の土地利用方針として、２ページを割いて、土地利用区分を

５種に分けるんだという一般論が記載されているぐらいです。特別指定区域など

の指定は「必要に応じて」行うと、それぐらいの記述しか今ない状態なんです。

この際、ちょっと提案を含めて質問させていただきますが、市街化調整区域等

の活性化について、次期の都市計画マスタープランでは、新たに章を設けていた

だいて、土地利用、道路・公共交通、都市機能、住宅、公園、上下水道など全て

の要素を網羅した「調整区域等マスタープラン」と言えるものをまとめてもらっ

て、町の明確で具体的な方針を示すべきではないかというふうな発想に私はちょ

っと立っておるんです。特に、実務において、土地利用に関して、住民からの要

望があれば対応するというような態度ではなく、町が率先して現状の課題分析に

基づいて方向性を積極的に提示をしていただいて、議論を喚起していただく、こ

のような取組自体が今求められているんではないかというふうに私は考えておる

んです。あわせて、町長、すみません、お考えがありましたらお聞かせ願いたい

と思います。

町 長 都市計画マスタープランですので、市街化区域も調整区域も含めた、田口が入
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っていないのは大変残念なんですけれども、調整区域も含めたマスタープランを

作成しているということで、今現在、その見直し作業を進めておりまして、検討

委員会をつくって、今やっておりますので、ちょっとこの調整区域等マスタープ

ランというのを設けるかどうかいうとこまでは、私も検討委員には入っておりま

せんので、申し上げにくいんですけれども、今質問議員がおっしゃっている調整

区域等マスタープランというものは、市街化調整区域内の土地利用区分を集落区

域や農業区域等の５つの区域に定めた福崎町土地利用基本計画が基本になるんで

はないかと思います。この計画の集落区域の範囲が特別指定区域の基となってお

りまして、地元の意向を聞きながら令和７年度に土地利用基本計画の改定、令和

８年度に特別指定区域の見直しを進めております。

地縁者住宅や新規居住者住宅として土地利用を図るため、地元の意向によりま

して、特別指定区域の範囲を拡大しようにも、そこが農振農用地であったり、農

地転用の許可が下りない場所であったり等、ハードルが高い状況にあるというこ

とでございます。

そういった中、人口減少、空き家の利活用対策として、令和６年に福崎町全域

を空家等活用促進特別区域の指定を受けまして、市街化調整区域では専用住宅、

カフェ等店舗への用途変更がしやすくなるなどの規制緩和により、移住、定住、

交流の促進を図っているところでございます。

これから町といたしましても、市街化調整区域内の土地利用に関しまして、地

元の要望もお聞きしながら、またこちらからも地元に積極的に関わるようにして、

市街化調整区域の規制緩和に係る制度が新しく制定される場合などにおきまして

は、積極的に活用するなどして取り組んでまいりたいと、このように思っており

ます。

田中康智議員 ありがとうございます。次期マスタープランに、新たな章を設けてくださいと、

この件について、まず積極的なご答弁はいただけなかったんですが、ただ、今の

ご答弁で、市街化調整区域の特別指定区域の指定とか、あとは土地利用に関しま

して、地元の要望を聞くというのは、これは大事な柱やということをおっしゃっ

た上で、町のほうからも積極的に関わるようにしていくという趣旨のご答弁をい

ただきました。そういうふうな意気込みをいただきましたので、ぜひとも町とし

て、目指すべき方向性を明確にしていただいて、働きかけのほうをよろしくお願

いしたいと思います。

次に、調整区域等の活性化について、具体的な例を引いて町の方針についてお

伺いをしたいと思います。

それは調整区域等の活性化について重要な役割を果たす道路整備についてでご

ざいます。

福崎駅西側エリアの活性化や高橋・西治・西谷地区の活性化については、幹線

道路の沿道土地利用及び都市機能の拠点整備が重要な方向性であると、マスター

プラン及び土地利用基本計画に示されております。都市計画道路「３１号 高橋

西治線」は、国道３１２号線のつけ替えを、こちらのほうにつけ替えたらどうや

というふうに要望する路線にも上げられている路線であります。市街地への進入

道路の混雑の緩和、そして市川町に現在指定されております広域防災拠点、これ

が市川町にあるんですが、これと福崎町を結ぶ防災ネットワーク路線として、拡

幅整備が現在のマスタープランに掲げられている重点整備路線であると私は認識

してございます。

そして、この高橋西治線の拡幅整備は交差する「町道２０号 西治長野線」、

これを経由して、県道「田口福田線」、「前之庄市川線」に接続をしております。
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この３路線が幹線のネットワークを形成して、沿道の土地利用等の活性化が大い

に期待がされる事業であると私は考えております。この点についての町長のご認

識を伺いたいと思います。

また、この高橋西治線の拡幅整備の進捗率は現在７２．７％というふうに示さ

れております。総合計画実施計画の中で、令和９年度、１０年度、１１年度の３

か年で整備が予定をされておりました。このたびの行政改革の原案では、この整

備計画が１年着工を遅らせてもらいたいとか、そのレベルを超えてしまいまして、

全く抜け落ちてしまっているという状態なんです。

投資的経費の抑制のために、この高橋西治線整備に係る一般財源、この負担額

は、この３か年でですよ、３か年で９００万にすぎません。整備完了による波及

効果が大きく期待できる事業でありまして、整備計画に復活させるべきものと考

えますが、ご認識をお願いいたします。

町 長 町道高橋西治線ですか、これは都市計画決定を打った道路だということでござ

いますので、そういった位置づけの道路で、重要な道路であるということでござ

います。

県道甘地福崎線、町道駅南幹線を経由して市川町と姫路市をつなぐ地域間の交

通を担う圏域幹線道路としてもマスタープランで位置づけられております。

また同様に、県道前之庄市川線、町道西治長野線を経由して、市川町と姫路市

をつなぐ道路でもあります。

田口、高岡、西治を結ぶ地域内幹線道路でもあり、整備効果が期待される路線

であるというふうには認識をいたしております。

その上で、何とか行革の中であっても、そんなに経費がかからないのではない

かというようなご質問でございますが、この高橋西治線の総事業費は、大体２億

円ぐらいを見込んでおりまして、そのうち国庫補助金が１億余り、町債が約８，

０００万、一般財源が９００万程度と見込んでおりますが、このうち町債と一般

財源の合計が約９，０００万円ぐらいになるんでしょうか、これが町の負担とな

ってまいりまして、交付税算入を除いた実質負担は７，０００万円ぐらいでござ

います。

町債の借入分は後年度の公債費増加の要因となりますので、行政改革推進期間

中は延期させていただいて、財政状況が改善した後に、再度実施を検討をさせて

いただきたいと、今はこのように思っております。

田中康智議員 答弁ありがとうございます。先ほどご答弁いただいた内容、実質の町の一般財

源の負担が約７，０００万という額をいただきました。相当大きな額だというふ

うに、確かに印象を抱かせるんですが、町債を発行するということは、分割で各

年度影響額を考えるということになってまいります。この町債は３年据置きの１

５年償還ということですので、元利でちょっと試算をさせていただきますと、単

年度は４５０万ぐらいの負担になるんじゃないかなというふうに私は思っており

ます。

当初計画によれば、令和９年から３年分割の工事ということで、第７次の行政

改革の期間内では、先ほど申し上げた４５０万という影響額よりももっと少なく

なってくるんだというふうになるはずです。

行政改革期間はちょっと延期だというご趣旨ですので、令和１３年度以降とい

うふうにお聞きは一応するんですが、ただそれもいつになるか分からないという

ようなご趣旨というふうにちょっと捉まえました。先ほどの財政に関する質問の

中で、令和１３年度以降も財政状況が容易には改善せんという趣旨のご答弁もあ

ったことを併せ考えますと、今後１０年は着工しないということもあり得るよう
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な、こんなふうなご趣旨の答弁じゃないかというふうに、捉えかねないような今

ご答弁だったと思います。

私は、６月の本会議で質問させていただいた元中小企業大学校の跡地の有効活

用とか、こういったことにも大きな、これ効果があるというふうにも思っており

ます。そして、先ほど来、各地の幹線道路がネットワークを形成してもたらすメ

リット、こういったものを考慮していただいたら、調整区域等の活性化の観点か

ら改めてご答弁いただきたいんですが、本当に今後１０年ぐらいは何もしないと

いうぐらいの今ご答弁を、趣旨でおっしゃってるんですかね。

町 長 都市計画道路高橋西治線につきましては、先ほども申し上げましたように、都

市計画決定をした重要な路線でございますので、もう重要な路線であるいうこと

は認識しております。ただですね、このような厳しい財政状況がございますので、

田中議員がおっしゃってるような見方もできる場合もあるんかもしれませんが、

我々のほうから見ますと、その４００万、５００万のお金も、厳しい財政の中で

捻出していかなければならない。そのほかにも、いっぱい優先度、緊急度を考え

ていかなければならない事業というのもたくさんありますので、そういったこと

も踏まえまして、この道路につきましては、繰り返しになって申し訳ないんです

が、財政状況が改善した後に、再度実施を検討させていただきたいと、このよう

に思っているところでございます。

田中康智議員 まちづくりの根幹は地域の活力を高めることだという、この趣旨は現在の６次

総合計画の提言のほうにも書いてあるんです。こういったところ、私完全に同意

をしたいと思います。

地域の活力向上のために、幹線道路が果たす役割というのは、これはもう議論

の余地のない重要な要件だというふうに私は思います。

本日は積極的なご答弁をいただけなかったんですが、この件については引き続

きまたご質問もさせていただきたい。また、ご提案をさせていただきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

続けて、調整区域等の利便性の維持とか、向上に欠かせない生活道路の整備・

改良に地元負担金を求める制度についてお伺いしたいと思います。

本町では、町道を１級から４級に等級分けをしております。条例において、３

級・４級町道の整備改良・維持補修に対して、地元自治会に受益者負担金を求め

る制度となっております。ここでの問題意識は、道路整備改良とか維持補修に負

担金を求めるその根拠、そして、その負担を求める先が地元自治会であると、こ

のあたりにちょっと問題意識を置いてご質問をさせていただきます。

福崎町の道路の管理等に関する条例には、根拠法令の直接の引用がないんです

が、道路法の第６１条にある受益者負担に関する条文を根拠としていると思われ

るんですが、道路法での条文をちょっと引用させていただきますと、「道路に関

する工事によって著しく利益を受けるものがある場合、その利益を受ける限度に

おいて、費用の一部を負担させることができる」と、こういうふうな条文になっ

ています。あくまで「著しい利益」でございます。負担する者は「利益を受ける

者」というふうになっております。これに対して、本町の条例の第９条では、

「工事又は維持で当該部落を利するものについては」というふうな、こういうふ

うな書き出しなんですね。一般的に公共工事による受益者負担金というのは、土

地の利便性が向上して、土地の価格が上昇するとか、そういうふうな「受益」が

明らかというものに対して議論をされるものでございます。あくまでですね、そ

して恩恵を受ける土地の所有者等に受益の額を、これがあなたの受けた受益です

よという根拠を明らかにして、土地の面積に応じて負担をさせる、こういう制度



－42－

設計が一般的であると私は思います。これを受益者個人ではなく、地元自治会に

工事費の一定割合を単純に賦課するといった現在の制度設計は、道路法の６１条

が全く想定していないような掛け方じゃないかというふうに思います。しかも、

道路が本来の機能を発揮するための「維持」についても、受益者負担を求めてお

ります。「維持するための道路工事」によって、先ほどの要件ですね、「著しい

利益」そういったことが生じるはずがないじゃないですか。逆に、これまで壊れ

ていて、受益が減少していたんですね。それをやっと本来のレベルまで戻します

という工事が維持の工事やと。

直ちに道路に係る受益者負担金制度を見直すということは、これは難しいとい

うことは理解しますんですが、受益者負担金を発生させるべき「著しい利益」と

いうのは一体何なのかというような、そういう要件とか、負担者についての議論

をして、同時に改正のための財源はどうするんだと、これ財源の話も本当に大事

なことなんで、という点も併せて真剣に議論をしなければいけないというふうに

考えるんですが、お考えをお聞かせください。

副 町 長 ３級、４級の町道の道路改良の工事につきましては、条例に基づきまして一

定の割合で地元に負担をしていただいているということで、各自治会におかれま

してはその徴収にご苦労されていることは十分理解をしているところでございま

す。

１級、２級町道につきましては幹線道路ということで、不特定多数の方が通行

されます。しかし、３級、４級になりますと、生活道路ということで自治会内の

方など特定の方が通行をされているというところで、特定の方が受益をしている

ということから負担を求めているというものでございます。

なお、道路法第６１条で想定する受益者につきましては、まず沿道の土地所有

者、これは代表的になろうかと思いますけれども、それ以外にも土地所有権以外

の権利を持つ人や、沿道の居住者、さらにはバス事業者などの法人も含まれて想

定をされております。そういった意味では、地元の自治会といった団体も、法は

受益者の対象として想定しているというふうに考えております。

また、道路の維持についてですけれども、通常の道路の法面の草刈りですとか

側溝の清掃、これにつきまして地元の方にご協力をいただいておりますことは大

変感謝を申し上げたいと思います。なお、条例では先ほど紹介がございましたよ

うに、道路の新設または改築並びに舗装に要する経費のうち、その工事または維

持でという表現をさせていただいております。そもそも、道路の修繕、例えば側

溝が損傷しておりましたり、路肩が崩壊していたりしている、これらのところに

ついて、その道路が安全に通行できる状態に回復するための修繕工事、これにつ

いては道路法第６１条の道路に関する工事に含まれるという解釈で負担金を求め

ているものでございます。

過去に区長会からもそういった要望、地元負担に対しての廃止という要望もい

ただいたわけですけれども、この財源も含めまして今の事業量が確保できている

という状況でございます。将来的には負担率の変更ということも含めまして検討

していく必要があろうかと思うんですけれども、現在のところ見直しですとか、

廃止するということは考えておりません。現状の負担でご理解をいただきたいと

思います。

田中康智議員 この点は、論理的にもっと説得的に質問できたらということで思いまして、判

例なんかも大分探したんですけどね、道路に関する受益者負担金の判例というの

なかなかないんですよ。これね、ほとんど下水に関するものですわ。これはそも

そも道路工事負担金というのを取るというのがもともと一般的じゃないからとい
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うふうに私は思うんですね。

行政改革を今現在進めている、またこれが喫緊の課題だということ、今、当面

の制度維持ということについては私同意したいと思うんですが、道路整備といっ

た基本的な行政サービスにも、３級、４級ですよ、住民負担をお願いしていると

いう、こういう状況下で、今現在行政改革を進めようとしているんだということ

を改めてご認識をいただくべきかなということのご指摘をさせていただきたいと

思います。

続けて、地元主導の土地改良工事についてお伺いをさせていただきたいと思い

ます。

先ほどの３級、４級の町道の話とちょっと似ておるというふうにお感じになる

かもしれませんが、異なる点は町道の管理者は、あくまで町です、福崎町。それ

に対して、今話題にしたいのは、対象が農地とか、溝とか、山林とかというふう

に管理者が個人やというものなんです。ただ、その影響は個人で何かをするに、

痛手が大きい、負担になるということで、それは村として対応するのがふさわし

いだろうというような土地改良工事、こういったものを今話題にしたいと思って

おります。

こうした事例に対応するため、本町では、「町単費土地改良事業補助制度」と

いうのを設けていただいております。補助の内容としては、受益者が２名以上の

土地改良工事費の５０％を補助しようじゃないかというものでございます。

この補助制度は、地元自治会にとって非常にありがたいもので、私も神谷区の

区長をさせていただいてますが、もう大変に助かっているということで、大変あ

りがたいということは申し上げ、まずはさせていただきたいと思います。

ただ、ありがたいんですが、この補助裏の５０％も自治会にとっては重たいと

いう場合がございます。

そこで、工事内容にもよりますが、地元自治会の役員や若い世代が力を貸して

くれる、労力を貸してくれるという、そういうふうな工事で、あとは地元で土木

関係の事業を営んでいらっしゃるような専門の方からの指導なんかを得ながら、

地元が自主的に工事を行うという、こういうふうな話。ただ、必要な資機材は町

が提供しますといった、こういった新たな補助メニューを検討してはどうかとい

う提案でございます。

これは既に農林関係の分野で、獣害防止柵のときはこのような制度設計をして

いただいてます。こういった制度をその他の土木の工事のほうにも拡大するとい

う発想の案でございます。地元自治会で小規模な土木工事を実施するというこう

いう経験は集落の一体感を大いに高め、地域の活性化にも資するものと考えます。

公民の協働の趣旨からも、ぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでご

ざいましょう。

農林振興課長 今言われましたとおり、福崎町では「福崎町農林水産業関係補助金交付規則」、

こちらで農林水産業の生産性の向上、また振興対策に要する経費に対しまして、

町が補助金を交付しております。その他土地改良事業では補助率を事業費の５

０％以内ということで交付をしております。

ご質問の中にもありました「獣害防止柵設置」についてでございますが、こち

らは国の「鳥獣被害防止総合支援事業」、こちらを活用させていただきまして、

資材、防護柵でいいますと、野生動物の防護柵、こちらについては、ほぼ国庫補

助金にて購入を行わせていただいております。また、国の設定単価、これをオー

バーした場合のみ、補助対象外となりますので、そちらについては、先ほど言い

ました「農林水産業関係補助金」により、５０％の補助を行っている事業でござ
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います。

一方、設置費でございますが、こちらは「多面的機能支払交付金事業」、こち

らの「資源向上支払」、これをご活用いただきますと、自主施工に対してになる

んですが、人件費が支出可能といったことになっておりまして、非常に有利な制

度にて事業を実施していただけるというふうになってございます。

ご提案いただきましたその他土地改良事業において、同様の補助制度というこ

とでございますが、先ほど申し上げました防護柵設置のような資材の購入、これ

について国・県の補助メニューがございませんので、現状では国・県補助金を差

し引いた額の５０％以内ということになりますと、今お支払いいただいてますよ

うに、全事業費の５０％の補助、これが最大となってしまっております。

今後も鳥獣の防護柵のような有利な補助メニューについては、可能な限り情報

収集に努めていきたいと思っておりますので、そちらについてはご理解をお願い

したいと思います。

なお、先ほど述べました「多面的機能支払交付金事業」、こちらの「資源向上

支払」では、水路や農道などの農業用施設の長寿命化のための補修や更新などに

もご活用いただけます。

こちらでは砂利やセメントなどの資材のほか、簡易な工具などの購入ができる

とともに、重機などにつきましてはリースが可能というふうになってございます。

ただ、各集落における交付金には限度がございますので、なかなか高額な工事

などは実施できない状況だとは思いますが、ぜひともご検討いただけたらという

ふうに考えております。

田中康智議員 ちょっと、先ほどまでの質問で、ちょっと私の説明の仕方が悪かったかなとい

うふうに思うんですが、もうちょっと詳細にご説明をさせていただきますと、地

元の自治会が補助裏の５０％を支払う原資、先ほどございましたけど、通常は多

面的支払制度、これで毎年定額の収入、頂戴しておりますので、こういったとこ

ろを充当させて、既にそういうふうな充当をさせていただいたところなんです。

ただ、規模が大きな工事になりますと、ほかのやりたい工事を３年も４年もため

て、これらをためること自体、町に協議をせなあかんのですけど、そういったこ

とで貯蓄をして、１本の工事を何とかやると、こういうのが今の実態でございま

して、そこで、先ほど提案させてもうたんは、工事の施工については、地元区が

主体的に行うんだと、この場合に限っての話なんです。そのときに町が必要な資

機材を提供していただいて、もしくは１００％の補助をしていただくという、こ

ういう制度というのをちょっと今申し上げたような感じでして、もともとの事業

費の、全体事業費の５０％というところと、今私が新たに提案させてもうたもの

は、施工のところは地元が１００％負担をしますので、資材費を町のほうが１０

０％負担していただいたというふうになっても、実質的に町の負担というのはそ

んなに変わらへんの違うかということが発想の根本にございます。

この方式であれば、地元は労働力の提供が必要となるんですが、より多くの必

要な土地改良工事が行えることになるのではないかというふうに思ったわけでご

ざいます。

その波及効果というのは、地元の一体感とか、そういったことは先ほど申し上

げたとおり、波及効果は非常に大きいというふうに思いますので、ぜひとも検討

を進めていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。

町 長 なかなか面白いといいますか、新しい発想でのお話だったのではないかなと思

います。ご提案のように、地元区において工事施工、作業を実施していただける

ということは、協働のまちづくりというような観点からも、ありがたいことだな
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というふうに感じております。

担当課のほうには検討するように指示していきたいなというふうに思います。

田中康智議員 積極的なご答弁ありがとうございます。

これで私の本日、一般質問を終わらせていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。

議 長 以上で、田中康智議員の一般質問を終わります。

ここでしばらく休憩いたします。

会議の再開を１４時３０分といたします。

◇

休憩 午後 ２時１３分

再開 午後 ２時３０分

◇

議 長 会議を再開いたします。

次、５番目の質問者は、中田貴子議員であります。

質問の項目は

１、公共施設整備事業について

２、ファミリーサポートセンター設置事業について

３、継続質問

以上、中田議員。

中田貴子議員 議席番号１番、中田貴子です。議長のお許しをいただきましたので、通告に従

い、一般質問をさせていただきます。

まず、公共施設整備事業についてです。

文化施設整備と行財政改革の視点から質問をさせていただきます。

奈良県の平郡町や上牧町、また岡山の奈義町へ行財政改革や、教育や、観光の

改革例を視察に参りました。

財政が厳しい状況の中でも、公共施設の再編や文化資源を活用した観光政策に

積極的に取り組む自治体の実例を学びました。

特に、行財政改革をされた中で、「公共施設の一体化」、「事業の選択と集中」

を進めた町の実例は、福崎町のまさに今求めているものと感じました。

特に、財政が危機的状況の中で、自主公演の中止や事業の整理、公共施設の再

編に踏み切った自治体の実例は、福崎町の５年後、１０年後を考える上で大変参

考になるものでした。

福崎町は、文化センターやエルデホールの老朽化、さらに柳田國男・松岡家記

念館や神崎郡歴史民俗資料館の活用の在り方など、多くの文化施設が転換期を迎

えていると感じています。

牛尾議員も質問をされましたが、財政危機の今、この施設の在り方が重要なこ

とと思うので、質問をさせていただきます。

まず、町民文化系施設の文化センター・エルデホールについてお伺いいたしま

す。

老朽化が進む福崎町文化センターの今後の整備方針について。

令和６年に「福崎町公共施設総合管理計画」が改定され、人口の減少や財政負

担の増大を見据えた公共施設の総量適正化・長寿命化・複合化の必要性が示され

ました。

その中で、文化センターは老朽化が特に進んでいる施設の１つとして位置づけ

られています。

文化センターは、一般職員１名ほか会計年度職員数名で管理されております。
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施設の概要は、大ホール、今はできるだけ使わないホールとなっております。小

ホール、２階講義室、１階・２階和室、第１会議室、第２会議室、ともだちひろ

ばがあります。

そこで、年間総利用者数、利用者１人当たりの使用料、利用者１人当たりの町

負担額、町民１人当たりの町負担額はいくらでしょうか。

社会教育課長 令和６年度の実績で申し上げます。文化センターを２万３，４２６人の方が利

用され、使用料収入が９０万８，２２０円でした。利用者１人当たりの使用料は

これを割りますと約３９円となります。

文化センターの管理事業費の決算額が３，８３２万４，０２２円となりますの

で、これを利用者数、それから令和７年３月末の人口１万８，４７６人になりま

すが、それで割りますと利用者１人当たりの町負担額は１，６３６円から３９円

を引いた１，５９７円。それから町民１人当たりの町負担額は、計算しまして２，

０７４円から３９円を引いた２，０３５円が負担額となります。

中田貴子議員 では、受益者負担比率はどれぐらいになるでしょうか。

社会教育課長 受益者負担比率につきましては、この年間使用料９０万８，２２０円と決算額

３，８３２万４，０２２円から計算しますと、約２．４％となります。

中田貴子議員 大変低い数字だと思います。

文化センターは竣工から５０年以上が経過、老朽化が進んでいます。耐震補強

も未実施の状況です。老朽化が進む福崎町文化センターの今後の整備方針につい

て、現時点でどのように考えておられるでしょうか。

社会教育課長 文化センターは、議員おっしゃるとおり竣工から５５年を経過しております。

耐震改修工事や大規模改修工事を実施するには多額の経費が必要となります。こ

のため、大ホールの機能をエルデホールのメインホールに移すなど、周辺の公共

施設と連携を図りたいというふうに考えております。

中田貴子議員 それでは次に、エルデホールについてお聞きいたします。

エルデホールは一般職員１名、ほか会計年度職員数名で管理されている施設で

す。平成４年に建設され、これまた３０年余り経過した施設でございます。

年間総利用者数、利用者１人当たりの使用料、利用者１人当たりの町負担額、

町民１人当たりの町負担額はいくらでしょうか。

社会教育課長 このエルデホールにつきましては、令和６年度の年間利用者数は延べ人数で２

万１，５８８名となります。それから利用者１人当たりの使用料、これは使用料

と入場料合わせてですが、計算しますと１人当たり約３２３円となります。

利用者１人当たりの町負担額につきましては、令和６年度のエルデホール運営

費が５，５５６万４，５７４円、必要経費で使っておりますので、これを２万１，

５８８名で割りますと２，５７４円、それから先ほどの３２３円を差引きいたし

ますと２，２５１円となります。

それから、町民１人当たりの負担額につきましては、先ほどの金額を人口１万

８，４７６人で計算しますと、約３，００７円となりますので、そこから３２３

円を差引きいたしますと２，６８４円となります。

中田貴子議員 エルデホールについては、近年文化センター大ホールの使用中止により、町民

の文化活動や催事が集中し、利用率は上昇していると聞いております。ただし、

自主公演が課題となっていませんか。公演の企画、チケット販売の方法、収益は

赤字続き、継続がままならない状況が続いていると聞きます。

ほかの自治体の視察においても、財政難を背景に自主公演を思い切って縮小・

中止し、施設運営を立て直した例が確認できます。

こうした中で、本町は、まず自主公演の実態と町の財政負担を正確に把握し、
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事業の継続を見極める必要があると考えます。

エルデホールの自主公演について、事業の継続性や運営の見直しを検討する上

で、まずは過去の実績を正確に把握する必要があると考えます。

そこで、過去２年間の自主公演の事業実績についてお伺いいたします。

過去２年間に実施した自主公演について、それぞれの公演費用の総額、主な支

出の内訳を教えてください。

社会教育課長 まず、令和５年度の公演費用につきましては総額が１，０５９万２，８２０円

でございます。うち、出演料が８４８万７，９１０円、舞台設備費が１４０万６，

９００円、ポスター・チラシ・チケット等の作成費が５３万４，６００円、広報

費が１６万３，４１０円となっております。

令和６年度の公演費用につきましては、総額が１，１３８万６，１５８円、う

ち出演料が８５８万円、舞台設備費が１２０万３２０円、ポスター・チラシ・チ

ケット等の作成費用が１３８万３８円、広報費が２２万５，８００円となってお

ります。

中田貴子議員 それでは、チケットの販売数についてお聞きいたします。自主公演のチケット

販売数と客席の販売率（稼働率）はどのようになっているでしょうか。

社会教育課長 令和５年度の客席稼働率につきましては５つイベントを開催しておりまして、

５イベントで１，７３０席分の１，７３０席ということで、１００％の稼働とな

っております。

こちらには、いわゆる指定席という分と、あと立ち見の席の分を含んでおりま

す。指定席につきましては３００席で固定ですが、自由席につきましては機器の

配置等の関係がございますので、若干３５から５０席程度で数字が変わることが

ございます。

次に、自主公演のチケット販売数についてお答えいたします。

まず、令和５年度は７月２２日にアニソンライブを開催しておりまして、そち

らは指定席が３００席と自由席は２０席でこれは完売しておりますので販売率が

１００％です。

それから８月１１日に和太鼓の演奏会を開催しまして、これも指定席３００席

と自由席が５９席で、これもいずれも完売で販売率は１００％となっております。

それから９月１７日の福崎名人寄席、こちらにつきましても指定席３００席、

それから自由席が５１席売れておりまして、販売率としては１００％となってお

ります。

それから１２月２３日、ほいけんたの爆笑ものまねライブがございまして、こ

ちらも指定席３００席と自由席が６０席で、販売率は１００％となっております。

それから２月１８日に藤巻亮太アコースティックライブを開催しておりますが、

こちらも指定席３００席と自由席４０席で、販売率が１００％で完売をしており

ます。

それから令和６年度につきましては、客席の稼働率、これは屋外イベントを１

件開催した関係がございますので、屋内イベントにつきましては６件を開催しま

して、２，１００席分の１，７９１席が売れておりまして、８５．３％が売れて

おります。

また、屋外イベント１件につきましては、これはＥＴ－ＫＩＮＧさんの屋外ラ

イブなんですが、これは７２２席を販売しております。

こちらにつきましてはその最大収容人数を１，０００人と想定しておりました

ので、それから計算しますと稼働率というのは７２．２％となります。

それから次に、各自主公演のチケットの販売数についてお答えいたします。
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４月２８日に開催しました歌劇「蝶々夫人」のハイライトコンサート、こちら

は指定席が３００席と自由席５１席が売れておりまして、完売で１００％です。

それから５月１９日、これが先ほど申し上げた屋外イベントの関係でＦＵＫＵ

ＳＡＫＩ ＳＨＩＢＡＦＵ ＦＥＳＴＩＶＡＬで、こちらは７２２席で、これは

屋外の自由席のみとなっております。

それから８月１７日にヒロシのソロキャンプトークショーで、こちらも指定席

３００席と自由席が５７席販売しておりまして、これも販売率が１００％。

それから１０月５日に歌のレストラン－ＥＲＤＥ－を開催しまして、こちらは

指定席が２３１席ということで販売率としては６６％。

それから１１月１７日に三山ひろしさんの特別公演、こちらは指定席が３００

席と自由席４１席で、こちらも完売しておりますので販売率は１００％となって

おります。

それから１２月１５日、原田節オンドマルトノイベントにつきましては、席と

しましては２５９席ということで、こちらは稼働率が７４％となっております。

それから２月１５日に観光大使関連の世にも奇妙なお笑いライブを開催しまし

て、こちらは２５２席ということで、稼働率が７２％となっております。

中田貴子議員 それでは、興行収入と公演にかかる経費との収入収支均衡は取れているとお考

えでしょうか。

社会教育課長 このチケット販売による収入では、公演にかかる費用は賄えていないというふ

うに考えております。

中田貴子議員 それでは、過去２年間の自主公演全体を考えたとき、最終的な収入収支をどの

ように捉え、考えておられるのか。自主公演という事業が町財政にどれほどの負

担を生じているのか。財政が厳しい状況の中、こうした自主公演の開催自体が収

支を圧迫しているということで、今後の事業の見直しや運営方法の再検討を行う

考えがあるのか、お伺いいたします。

社会教育課長 過去２年間の自主事業に係る支出につきましては、令和５年度が１，０５９万

２，８２０円と、令和６年度が１，１３８万６，１５８円で２，１９７万８，９

７８円でございます。

それから、収入につきましては、令和５年度が４１７万９，６００円と、令和

６年度が４５２万３，９００円で８７０万３，５００円ということで、過去２年

間の収支としましては約１，３００万の赤字となっております。

このため、収支改善する方法としましては、入場料の値上げでありますとか、

屋外芝生広場を活用して、より多くの人を収容するイベントを開催するなど、少

しでも収支を改善する方法を考えていきたいというふうに思っております。

中田貴子議員 自主公演はもとより、大ホールを個人や団体に貸した場合、照明・音響・舞台

設置業務委託料を全額エルデホールが負担してきました。これはこれまでも料金

の見直しをするときに課題ということで言われ続けてきていることですが、なぜ

今も町が全額負担しているのでしょうか。

ホールを使用した場合の照明・音響・舞台設置業務は、多くの場合、１日５万

円から１０万円程度必要になっていると思われます。年間の大ホールの使用回数

で計算してみてください。

チケットを３５０枚売って、満席になったとしても、ここにマイナスの要因、

町民の負担率が高い理由があるのではないでしょうか。

社会教育課長 この令和６年度のメインホールの年間使用日数につきましては２１３日、その

うち実際こういうふうに稼働しております稼働率としましては６７％となってお

ります。
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うち、こういう当該業務を５９日間委託しておりまして年間で５９９万４，１

２０円を支払っております。平均すると、実際委託している日、稼働日１日当た

りにつきましては、５９９万４，１２０円を５９日で割りますと約１０万１，５

９５円となります。

それで、この照明・音響・舞台設営業務委託につきましては、当ホールの「福

崎町の文化、地域振興の拠点として町民の文化・芸術活動の場となる」という、

そういう設置目的から、基本の３名分は町が負担しておりますが、その３名を超

える場合は利用者の方に負担をしていただくという対応を取っております。

こちらも、規模の大きな会館でありましたら、技術スタッフというものが常駐

されているとかいうようなことが、年間契約で委託されているという施設が多く、

ただその場合は当町のその都度払いと比較すると、より高額の委託料を支払われ

ているというような状況がございます。

こちらにつきましては、利用者に負担いただく場合、例えばピアノの発表会で

ありますとか、企業が総会等で利用される場合には、大幅な使用料の増、それか

ら使用料金の増によって貸し館利用の減少につながるということが考えられます

ので、受益者負担については、ちょっと近隣施設の状況等も調べて対応を考えて

いきたいというふうに思っております。

中田貴子議員 受益者負担が高くなっても、町民１人当たりの負担が少なくなるように検討い

ただきたいと思います。

公共施設総合管理計画では、限られた財源を将来にわたって持続可能な形で配

分することが求められており、町民１人当たりの負担額、事業としての採算性を

踏まえ、自主公演事業の継続性や必要性の検証、抜本的な見直しを行う考えがあ

るか、町の見解を新たに伺います。

公共施設総合管理計画では、「利用率が低い事業や、費用に見合わない事業は

再点検する」ことが明記されています。その観点から、エルデホールの自主公演

が“赤字構造”から脱却する見通しが立っていないのを懸念します。

近隣の市町では、プロモーターと連携し、チケット販売をオンライン化したり、

地域ポイントと連動した割引制度を執ったり、自主事業の企画自体を外部の専門

家に委託したりといった改革がなされています。

本町でもチケット流通のデジタル化や、企画段階での外部連携や支援員の派遣

を活用したり、検討すべきと考えますが、いかがでしょう。

例えば、これは市川町が文化委託事業として、支援員派遣によってホールの運

営を見直された例がここにもあります。

社会教育課長 この自主公演事業につきましては、例えばアニソンライブなど、エルデホール

の定番行事と認識されているイベントもございます。

また、他の施設と共催で公演を開催して補助金等の助成を受けて費用負担を少

しでも減らす対策ということも講じております。

この自主事業につきましては継続して実施をしたいというふうに考えておりま

すが、例えば実施する事業をより厳選して回数を減らす、屋外の芝生広場を活用

して集客数の増を図るなどの対応も考えていきたいというふうに思っております。

それから、チケット販売のオンライン化についてなんですが、こちらについて

は、チケットの発券システムを導入する方向で考えておりまして、サービスの一

環として、例えばコンビニ等での券売委託が可能かどうかというようなことも確

認をしているところです。

それから、地域ポイントと連動した割引制度等につきましては、ちょっと逆に

導入によってまたチケット代金を割引すると余計に赤字が拡大するということも
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考えられますので、今のところ考えてはおりません。

それと、あと今おっしゃられてました自主事業への専門家への委託についても、

例えばプロデューサーの嗜好により事業の方向性が左右されるという傾向がある

とも言われておりますので、こちらも一応アドバイスいただけるところはいただ

きながら対応したいというふうには考えております。

当ホールの自主事業につきましては、大半のイベントが販売率が１００％とい

うふうになっておりますので、今以上に集客を増やす方法としては、芝生広場と

かで、より大規模な人数が収容できるようなイベントを考えていきたいというふ

うに思っております。

中田貴子議員 また同時に、今年６月、総務省でも公共施設のマネジメントのＩＣＴ化が示さ

れ、全国で“公共施設カルテ”の導入が進んでいます。ところが、本町では施設

ごとの維持管理状況・修繕履歴・費用の見える化が十分とは言えません。

文化施設の再編を進めるためには、町民に理解していただくための数字が必要

です。現時点でのカルテの整備等をお知らせください。

社会教育課長 この公共施設カルテ、これは官庁施設の来訪者等の安全確保と行政サービスの

円滑な提供を図るためには、施設の劣化状況、それから利用実態等の把握、蓄積

には必要なものというふうに考えております。

ただ、当町では公共施設カルテは作成はしておりませんが、この公共施設等総

合管理計画を定めておりますので、これによりまして、基礎データは把握をして

いるところで、適宜改定していくことによって公共施設カルテと同様の機能を果

たしているというふうに考えております。

中田貴子議員 ホームページ上にある福崎町公共施設等総合管理計画というのが掲載はされて

いるんですが、できれば目次のところ、第６、基本的な方針とあるんですが、括

弧でも構わないので、公共施設カルテという文言を追加していただけると分かり

やすいと思います。

次に、社会教育系施設の柳田國男・松岡家記念館や民俗資料館についてお尋ね

いたします。

福崎町には、柳田國男・松岡家記念館や民俗資料館など、学術・文化資源とし

ての大変価値の高い施設があります。しかし、客観的に見ると、まだ十分に活用

し切れていない面があるのではないかと思います。

柳田國男・松岡家記念館は、複数の会計年度職員で管理されていると、先ほど

お聞きいたしました。柳田國男・松岡家記念館では、このたび、日本画家の松岡

映丘先生の本画２４点が新たに寄託されたと聞いております。本町には画稿（下

絵）は多数所有しておりましたが、本画を所有していなかった福崎町にとって、

本画が寄託されたことで、貴重な作品を鑑賞できる機会が増え、町民の皆さんは

もとより、全国のファンにも、福崎町へ来てくださるきっかけになると思います。

一方で、記念館は老朽化が進んでおり、空調や保存環境の面でも、作品を安全

に保管し、適切に展示する体制が十分かどうか気になるところです。

そこでお伺いいたします。松岡映丘先生の本画２４点が寄託されたことについ

て、町としてはどのような意義を感じられておられるでしょうか。

社会教育課長 このたびの映丘先生の本画の寄託は、作品を購入してコレクションを充実させ

るということが難しい記念館にとりましては、大変ありがたいことと受け止めて

おります。

本画を活用した魅力的な企画展示の実施が可能となったこととか、映丘先生の

作品を多くの方に鑑賞いただける機会が増え、松岡家の業績の顕彰、それを後世

に伝えるという記念館の設置目的の達成に大変大きな意義があるというふうに考
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えております。

中田貴子議員 では、記念館の貴重資料の取扱いと展示方法についてお聞きいたします。

記念館の老朽化が進む中で、これら貴重な本画をどのように保管し、保存環境

をどのように確保していく方針なのか、具体的な対応や検討状況をお伺いしたい

と思います。

寄託作品を町民や全国のファンの方々に来町し鑑賞していただくために、企画

展の開催や常設展示の変更など、展示計画も併せて教えてください。

社会教育課長 議員がおっしゃるとおり、この柳田國男・松岡家記念館につきましても建設か

ら５０年が経過し、老朽化が進んでおりますが、この映丘先生の作品等を保存す

る収蔵庫、こちらにつきましては、修理を行いつつ、学芸員が温湿度、それから

光の管理を点検しております。

記念館では例年、春に映丘先生の画稿展を開催しておりますが、その際に本画

も交えた展示を行う。それから常設展示、こちらの作品に負担をかけないように

入れ替えするなど、展示計画を立てていきたいというふうに考えております。

中田貴子議員 記念館が持つ文化的価値をより広く発信するためにも、計画的な修繕が今後も

必要だと思います。現在は入館料は無料です。ここでも利用者１人当たり町負担

額、町民１人当たりの町負担額はいくらになるでしょうか。

社会教育課長 記念館の管理事業及び運営事業の令和６年度の決算額は１，０８９万２，００

０円となりますが、これを令和７年３月３１日現在の人口１万８，４７６人、そ

れから入館者数の１万３，１６１人、これで計算をしますと、町民１人当たりの

町負担額は約５９０円、利用者１人当たりの町負担額は約８２８円となります。

中田貴子議員 とすると、現状の入館料無料で保守・修理を行う場合、文化財保護というのが

難しくなってくるのではないでしょうか。今後、利用料などの検討はされるので

しょうか。無料のまま利用促進を図るのか。あるいは企画展等で有料化など、２

段階の徴収を検討されるとか、その方針をお伺いしたいと思います。

社会教育課長 この記念館の観覧料につきましては、平成２３年度に町管理に移行する際に条

例で定めておりますが、その条例の中で「当分の間、無料とする」として徴収を

していないところです。

辻川山公園の観光客の増加に伴いまして、記念館の入館者数も増えております

が、無料であるから気軽に来館されている層が増加しているということも考えら

れます。

有料にすると、入館者数が大幅に減少するおそれがあり、観光客が気軽に訪れ、

柳田國男と民俗学・松岡家について学ぶきっかけになることが、この記念館の設

置目的の達成には必要な施策ではないかなというふうには考えております。

ただ、このたび映丘先生の本画の寄託をきっかけとしまして、今後の料金徴収

の在り方について、現在教育委員会で検討を行っているところでございます。

中田貴子議員 それでは、歴史民俗資料館はいかがでしょう。

この会館も複数の会計年度任用職員で管理されている施設です。現在、記念館

に入ると、民俗資料館の入館チケットが手渡され、記念館同様に無料です。資料

館の利用者１人当たりの町負担額、町民１人当たりの町負担額はいくらになるで

しょう。

社会教育課長 神崎郡歴史民俗資料館では学芸員として採用された会計年度任用職員が常勤１

名とその補助をするスポットの職員数名で運営をしております。

令和６年度の事業費につきましては４８５万円でしたので、これを先ほどの人

口１万８，４７６人と、それからこちらの歴民につきましては入館者数が１万９

０４人でしたので、町民１人当たりの町負担額が約２６２円、利用者１人当たり
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の町負担額が約４４５円となります。

中田貴子議員 この資料館も古く、改修する必要が出てきているようです。老朽化が進む２つ

の施設、そこに新たな本画が加わるという状況の中、今後の記念館整備や展示環

境の見直し、また文化施設全体の再編を検討する上で非常に重要なタイミングで

あると考えます。

今後、柳田國男・松岡家記念館の保存環境整備や展示計画、資料館を含め、町

の歴史や文化に対する認識を深め、文化財保護の立場から地域振興の１つになる、

この博物館ゾーン全体の在り方をどのように進められていくのか、町長の方針を

お伺いしたいと思います。

町 長 現在、ガジロウ・妖怪コンテンツの人気から、辻川山公園への観光客、記念館、

歴史民俗資料館の入館者数が増えておりまして、地域振興課と社会教育課が連携

して取り組んでいるところでございます。

今後、一層の連携を図りまして、「なぜ、福崎町で妖怪なのか」、ガジロウや

妖怪コンテンツをきっかけとして記念館、歴史民俗資料館等で民俗学を知ってい

ただくことで、第６次総合計画に掲げている町の将来像、「活力にあふれ 風格

のある 住みよいまち」の実現を目指していきたいと考えております。

中田貴子議員 町長ありがとうございます。ガジロウをはじめとした妖怪を生かした観光ＰＲ

は、全国的知名度を得つつあります。この際、文化・観光を一体に見直す好機で

あると思います。

そこで、柳田國男・松岡家記念館、生家、歴史民俗資料館などの一体的活用と

観光ＰＲについて、もっと考えていってはいかがでしょう。文化資源がまとまっ

て存在し、学術的にも観光的にも価値の高い文化エリアが形成されていると思い

ます。

先日、特別展が開催されていました。私も何度か足を運んだんですが、ガジロ

ウ、天狗のところまでは、たくさんの人が来られ写真を撮っておられます。ただ、

記念館や柳田先生の肖像の前には、なかなか人が歩み寄られません。

このせっかくの柳田國男先生の展示会があるにもかかわらず、それをやってい

るというチラシ・ポスター・案内の告知がないんです。残念だなと思いました。

河童を見られている方、天狗を見られている方に、この天狗は、この河童は柳田

國男先生がということを、私は池のところで語っておりました。でも、やっぱり

そこに何かＰＲするものがあればなと、とても残念に思いました。今、町長はガ

ジロウや天狗のおかげで記念館のところにもたくさん人が増えてきているとおっ

しゃっておりますが、いま一歩、何か足らないのではないでしょうか。ガジロウ、

妖怪コンテンツを連動させた学問の道への誘導、イベント、情報発信、文化と観

光を融合させたＰＲの方法を検討されたことはあるのでしょうか。

過去の資料の保存場所ではなく、生きた文化の発信地となるよう、一体的に活

用し、文化と観光を結びつけた新たな魅力発信が必要と考えますが、どのように

考えておられますか。

社会教育課長 文化と観光が連携した取組、ＰＲは議員おっしゃるように当然すべきというふ

うに考えております。辻川山公園でイベントが実施される際は、例えば記念館の

延長営業の実施でありますとか、デジタルスタンプラリー等のチェックポイント

として来館を促進、それからあと学芸員による解説を組み込んだ観光ツアーの企

画など、今後もこちらは連携を進めていきたいというふうに考えております。

また、一応ＳＮＳではＸを利用した情報発信は行っているところですが、それ

に加えて、記念館、歴史民俗資料館は、本来の設置目的に合う「なぜ、福崎町で

妖怪なのか」という答えと福崎町の歴史の魅力を知ることができる施設である必
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要があると考えております。

妖怪コンテンツから生まれた観光の「活力」、それと記念館、歴史民俗資料館

で感じられる福崎町本来の文化の「風格」、こちらを補完し合うことで町がより

魅力的になるというふうに考えております。

中田貴子議員 福崎町において、文化センターの老朽化、エルデホールの運営課題、柳田國

男・松岡家記念館、歴史民俗資料館等々の活用など複数の文化施設が転換期にあ

るのではないかと思います。町民の皆さんが文化活動やイベントを楽しみ、世代

を超えてつながれる場所は、町の元気の源だと考えます。

老朽化や利用集中など課題はありますが、だからこそ将来の福崎町にふさわし

い文化拠点を町民と共につくることが重要だと思います。エルデホールと文化セ

ンターの管理事務の一元化や柳田國男関連施設などの職員配置の検討など、今後

の在り方について、町民参加の場づくりも含め、町長のご所見をお伺いしたいと

思います。

町 長 第６次総合計画で掲げているまちの将来像は「活力にあふれ 風格のある 住

みよいまち」でございます。この「風格のあるまち」というのは、私、言葉を置

き換えたら、「文化力のある」とか、「文化力の高いまち」を目指していくんだ

という表れだというふうに思っております。

この将来像の実現には、多くの町民の皆さんに、文化活動やイベントに参加し

ていただきまして、町の文化力を高めていく必要があると思っております。

その中心を担っているのが芸術文化活動の拠点でありますエルデホールや文化

センター、そして福崎町の歴史文化遺産が集まっている柳田國男記念館周辺だろ

うというふうに思っております。

今後も幅広い年代層の町民の皆さんが気軽に参加、文化に触れる場を創出でき

るように、施設間の連携を図りながら、風格のあるまちを目指していきたいと考

えております。

先ほど、中田議員がチラシを見せられて、柳田國男特別展がされているのに、

ガジロウのとこまで行くけれども、そちらのほうに足が向かないというふうにお

っしゃったんですけども、それはもう大変残念だなというふうに思っております。

今年は特に柳田國男先生の生誕１５０周年でございまして、全国的にもいろんな

イベントが東京であり、この姫路の歴史博物館でもあり、という具合に、考古館

でもあったんかな、いろんなところでやっていただいております。福崎町におき

ましても、山桃忌を１５０周年記念ということでやっておりますし、柳田國男サ

ミットも開催させていただきました。ゆかりの９つの市町村に声をかけさせてい

ただいたんですが、結果的には５つの市町村が集まりました。１町は来ていただ

くことになっとったんですけども、台風が近づいておりまして、急遽欠席という

ことになって、６市町村が５市町になったんですけれども、何十年ぶりかで首長

が顔を合わすことができて、ゆかりの町なんだなという連帯感というんですか、

そういったことも持ちましたし、力を合わせて柳田國男を盛り上げていこうとい

うような話ができたんではないかなというふうに思っておりますので、そういっ

た柳田國男先生という資源がありますので、それを生かしたまちづくりを進めて

いきたいなというふうに強く思っております。

中田貴子議員 町長ありがとうございます。そのとおりで、福崎町は柳田國男先生が生まれら

れた所、生家があるのは福崎町だけですので、それを大事に福崎町をもっともっ

とＰＲできたらなと思います。

公共施設の維持管理費が増大する中で、文化施設の単なる維持ではなく、行財

政改革、文化振興、観光施策を同時に進める視点が求められていると思います。
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福崎町の文化資源を最大限に生かし、町長のおっしゃる活力ある、風格ある、持

続可能なまちづくりにつながる方針を期待し、次の質問に入りたいと思います。

次は、ファミリー・サポート・センター事業についてお伺いいたします。

全国的に共働き世帯が増加する中で、地域で子育てを支える仕組みの重要性は

これまで以上に高まっています。ファミリー・サポート・センター事業は、地域

の子育て支援を支える柱の１つとして評価されており、本町においても必要な取

組になると考えております。

本町では今年９月、「福崎町生活支援員（子育て世帯・高齢者）研修」が開講

されました。

地域の皆さんが子育て支援へ一歩踏み出す大変意義のある研修であったと認識

しております。

そこでまず、この研修の成果と参加者数、そして今後、実際の子育て支援の場

でどのように生かされていくのか、お伺いいたします。

ほけん年金課長 ９月に行った生活支援員の研修は１０月から開始しております子育て世帯訪

問支援事業の支援員を養成するということが１つの目的で行いました。

この研修は、高齢者や子育て世帯に対して、調理・掃除・買い物などの家事支

援をする支援員を養成する研修となっております。生活支援員としての活動は、

福崎町社会福祉協議会に委託をしておりますので、実際に活動するためには、研

修の修了後、社会福祉協議会での採用面接が必要となっています。

研修を受けた人は２９人です。今回の研修後、新たに支援員となった３人が１

０月から始めております子育て世帯訪問支援事業の支援員として活動をしており

ます。

中田貴子議員 それでは、一般住民が対象の「緩和した基準によるサービスの担い手育成研修」

と、子育て支援も可能な「生活支援員研修」の２種類の研修についてお伺いいた

します。

対象も内容も重複する部分が多い２つの研修ですが、町としてどのように整理

し、それぞれをどのような役割として位置づけていくのか。また、次年度以降、

それぞれの研修をどのように継続して開催されていく予定なのか、今後の方向性

をお聞かせください。

ほけん年金課長 今回の研修は「緩和した基準によるサービスの担い手研修」の内容に、子育

て支援に関する研修内容を追加して行っております。必修の科目と選択の科目が

ありまして、全ての科目を受講していただければ緩和した基準によるサービスの

担い手として、高齢者向けの生活援助をできるようになるだけではなくて、子育

て世帯の訪問支援員としても、ネグレクトなど養育力の弱い子育て家庭の家事支

援等も可能になるというものです。

今後も高齢者と子育て世帯向けの生活支援員研修という形で続けていきたいと

いうふうに思っております。

中田貴子議員 ということは、来年度からは研修は１つになるということでよろしいでしょう

か。

ほけん年金課長 生活支援員の研修としては１つで行っていきたいと思ってます。

中田貴子議員 それでは、先ほど生活支援員（子育て世帯・高齢者）研修の目的についてご説

明をいただきましたが、ネグレクトや養育力の弱い方への支援を念頭に置いた比

較的対象が限定される支援事業を担う方の養成講座と受け止めました。

しかし、子育てをされている方の中で、ちょっと困ったり、ちょっと誰かに手

伝ってほしかったりと感じている保護者は少なくありません。そういった一般的

な子育ての悩みやお困り事に対しても、支援を求める保護者と支援できる地域の
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方をつなぐ取組について、町として検討の余地はないのでしょうか。

関係者による支援プランの作成が必要なケースだけでなく、日常的な子育てサ

ポートにもこの研修を受けられた方が生かせる仕組みというのはいかがでしょう

か。

ほけん年金課長 一般的な子育ての悩みや困り事に対して支援を求める保護者と、支援できる

地域の方をつなぐ取組として考えられるのはファミリー・サポート・センター事

業と言われるものだと思っております。

ファミリー・サポート・センターは子どもの送迎や預かりなど、「育児の援助

を受けたい人」と「援助を行いたい人」が会員となって、相互の信頼と了解の下

に助け合う会員制の組織です。センターの事務局がアドバイザーとなりまして、

相互の希望をコーディネートしていきます。

依頼会員には子育てに関する研修を受けていただく必要がありますが、その内

容は先ほどの生活支援員の研修の内容とは異なるものですので、別で研修を企画

していく必要があると思ってます。

中田貴子議員 それでは、今年度設置された福崎町こども家庭センターについてお伺いいたし

ます。

設置により、体制強化が図られたと伺いました。具体的には、職員体制や事業

内容でどのような強化が行われているのでしょうか。その内容をお示しください。

ほけん年金課長 こども家庭センターは、母子保健と児童福祉の両分野の一体的な運営を行う

ために保健センターの中に設置をしております。

福崎町では、このこども家庭センターの設置前から保健センターの中で一体的

に取り組んでおりましたので、目に見えて大きく何かが変わったという点は少な

いかもしれません。

まず、子育て支援拠点や幼児園等の関係施設とは、平成２８年度から「子育て

支援者連絡会」を開催しておりまして、ケース報告や支援を要する児童へのサポ

ートプランの共有などを行い、子育て支援者同士の連携を深めているところです。

令和７年度からは、保健センターの保健師を１名増員して相談体制の強化も行

っております。また、既存の事業である子育てショートステイ、病児病後児保育

を学校教育課からこども家庭センターへ事務移管をしております。それから、新

規事業として、１０月から子育て世帯訪問支援事業を開始しております。

中田貴子議員 それでは、地域の子育て支援拠点との連携についてお伺いいたします。

本町には、ニコニコひろば（田原幼児園内）、ともだちひろば（文化センター

の２階）、おひさまらんど（福崎幼児園内）と、複数の子育て支援拠点が整備さ

れております。第９期計画にも位置づけられています。

これらの拠点を活用し、本町独自のファミリー・サポート・センター事業とし

て展開する子育て拠点施設として検討はできないでしょうか。先ほど課長がおっ

しゃった養成は別にしないといけないにしても、この施設を利用するというのは

いかがでしょう。

ほけん年金課長 子育て支援拠点は、子育て家庭の保護者とその子どもが誰でも気軽に集って、

語り合って、交流をする場所と思ってます。ファミリー・サポート・センター事

業を行うにあたりましては、これらの子育て支援拠点を子どもを預かった会員さ

んが、その預かりを行う場所として活用していくことが可能であるというふうに

思ってます。

中田貴子議員 それでは、「子ども家庭センター」の機能のさらなる充実と子育てサポーター

の担い手確保、子育て世帯訪問支援事業など、今後の子育て支援をどのように拡

充していこうとされているのか、考えをお伺いしたいと思います。
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ほけん年金課長 こども家庭センターでは、第３期子ども・子育て支援事業計画に沿いまして

事業を実施しております。現在、実施ができていないものは親子関係形成事業、

それからファミリー・サポート・センター事業になるんですが、これらについて

も実施に向けて検討しております。

この２つの事業が実施できましたら、こども家庭センターとしては、計画どお

りに事業が実施できたということになると思ってます。

中田貴子議員 子ども・子育て支援事業計画では、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サ

ポート・センター事業）について、今課長がおっしゃっているとおりだと思いま

す。援助を受けたい方と支援者の相互援助活動を調整する事業であり、「今期計

画において事業実施の検討を行う」と明記されております。

保護者が気軽に通える場の整備、地域住民による一時預かりなど、具体的な方

法は様々考えられます。町として、どのような形で検討を進められているのか、

具体的に教えてください。

ほけん年金課長 事業の開始にあたりましては、依頼会員の募集、研修の実施、それからコー

ディネートを行う人員の確保をしていかなければいけません。また、準備期間も

必要となってきますが、なるべく早期に事業を開始できるようにしていきたいと

いう思いでおります。

会員制での運営を検討しておりまして、依頼会員、提供会員、両方会員として

登録していただいて、会員間の相互援助活動として実施するという形を思ってお

ります。

中田貴子議員 できるだけ早く準備をお願いしたいと思います。

子育て支援の充実には、施設整備だけでなく、地域の担い手の存在が欠かせま

せん。研修の充実、制度の分かりやすさ、担い手の確保、拠点同士の連携など、

町全体で子育てを支える環境を整えていくことが必要です。子育てに優しい福崎

町の実現につながると考えます。

少子化対策は、子育て世代だけの課題ではなく、地域全体で取り組むべきもの

です。岡山県の奈義町では、町民と行政が一体となって独自の子育て支援策を積

み重ね、特殊出生率を大きく改善された事例もあります。

今後、福崎町として、「子育てしやすい町」「共働きしやすい町」としての魅

力をどのように高めていかれるのか、町長のご所見をお伺いしたいと思います。

町 長 私は高校３年生までの医療費の無償化、中学校給食費の無償化、学校トイレの

改修、普通教室・特別教室へのエアコンの整備など、教育環境の充実を通じて子

育て支援を強化してまいりました。

令和７年３月に策定いたしました「第３期子ども・子育て支援計画」の基本的

な考え方にあるとおり、「地域がともに支え合い、すべての子どもと子育て家庭

が安心して健やかに暮らせるまち」の実現に向けて、計画の実現に取り組んでい

るところでございます。

近年、家庭環境が多様化し、これまでとは違う様々な形での子育て支援が求め

られてきていると感じております。そのため、計画にもありますように、子育て

支援事業は多岐にわたって実施していく必要があります。学校、家庭、行政だけ

でなく、地域も含めて、それぞれが役割を果たしていくことで、子どもを安心し

て育てることができる環境をさらに充実させ、より細やかでニーズに合った子育

て支援が展開できるものと思っております。

中田貴子議員 町長から前向きなご答弁をいただき、心より感謝申し上げます。安心して子育

てをまち全体で支えるという思いを共有できたことを大変心強く感じております。

今、子育てを巡る環境は大きく変わり、悩みを抱える家庭は決して少なくあり
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ません。だからこそ、地域の担い手を育て、支援拠点とつながりながら、困った

ときにそっと寄り添えるまちであってほしいと願います。研修を受けた方が活動

できる環境、そして保護者が安心して助けを求められる体制づくりをぜひ一歩ず

つ進めていただきたいと思います。

子育ては地域でみんなで支え合うもの、切れ目のないまちの子育て支援がより

よく進むように検討をお願いいたします。

それでは、次の質問に入らせていただきます。

６月議会でも取り上げましたコミュニティ・スクール（学校運営協議会）の導

入について、現状をお伺いいたします。

まさに地域で子育てをするという１つだと思います。文部科学省においても、

学校と地域が協働して子どもを育てる体制づくりのため、全国的にコミュニテ

ィ・スクールの導入を進めるよう求めており、「地域とともにある学校づくり」

を実現する上で重要な仕組みと位置づけられています。

そこでまず、高岡小学校において、コミュニティ・スクールが導入されます。

今日までどのような検討が行われ、現在どのような段階にあるのかお聞かせくだ

さい。

学校教育課長 高岡小学校では、コミュニティ・スクールの導入に向け、年度当初から職員、

学校評議員並びにＰＴＡに対して、学校が取り組もうとしている内容を説明して

います。

また、職員を対象とした研修会を６月３日に実施し、職員間の共通認識・共通

理解を図り、導入に向け機運を高めているところです。

現在、導入に向けた準備委員会を設置し、高岡小学校のコミュニティ・スクー

ルが目指す方向性について協議をしている最中で、来年１月下旬に第１回の学校

運営協議会を開催する予定としています。

なお、ほかの町内小中学校についても、１月に小学校、１２月に中学校対象の

研修会を開催する予定としております。

中田貴子議員 それでは、地域住民や保護者がどのような形で学校運営に関わることを想定さ

れるのかも教えてください。

学校教育課長 コミュニティ・スクールは、学校と地域の皆さんや保護者と共に知恵を出し合

い、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支えていく「地域とともにあ

る学校づくり」を進める仕組みで、地域の皆さんや保護者も一定の権限を持ち、

学校運営に参画していただく合議制の機関です。

コミュニティ・スクールを設置した当該校の校長は、教育課程の編成等、必要

な事項について基本的な方針を策定し、学校運営協議会の承認を得た上で、学校

運営を進めていくことになります。

このことにより、地域の実情に応じた特色ある学校運営及び地域や学校が求め

る学校づくりが可能となります。学校運営の基本方針の承認など、一定の権限を

通じて、保護者や住民が学校運営の当事者意識を持って協働し、地域や学校が求

める教育目標達成に向けての責任を分担していただくことになります。

具体的には、学校支援、学校環境整備、体験学習、地域貢献活動などを想定し

ているところです。

中田貴子議員 ありがとうございます。コミュニティ・スクールは、子どもたちの学びと育ち

を学校だけでなく、地域全体で支えるための大きな一歩になると考えています。

順調に計画が進んでいるようで、４月スタートができるよう、よろしくお願いい

たします。

高岡小学校での取組が実り、将来的にはほかの校区にも広がっていくよう、ぜ
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ひ前向きに進めていただきたいと思います。

これで私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

議 長 以上で、中田貴子議員の一般質問を終わります。

ここで暫時休憩いたします。

会議の再開を１５時４５分といたします。

◇

休憩 午後 ３時３０分

再開 午後 ３時４５分

◇

議 長 会議を再開いたします。

６番目の質問者は大住文子議員であります。

質問の項目は

１、老朽化した公共施設の課題と今後の整備方針

２、重点支援地方交付金の活用

３、福崎駅周辺の土地利用の方針

以上、大住議員。

大住文子議員 議席番号４番、大住文子です。議長の許可をいただきましたので、一般質問を

させていただきます。

老朽化した公共施設の課題と今後の整備方針についてお伺いをいたします。

福崎町公共施設等総合管理計画には、公共施設の竣工年度や耐震補強の実施状

況が一覧で示されております。この表によりますと、昭和４０年代に建設され、

築５０年以上が経過しているにもかかわらず、耐震補強が行われていない施設が

３つあります。すなわち、文化センター、第２体育館、生活科学センターであり

ます。これらの３施設について、耐震診断の実施状況とその結果、また現在の利

用状況、利用者の安全確保、今後の整備方針について、順にお伺いしたいと思い

ます。

なお、この後の質問の中で、建物の耐震性能を示す指標であるＩｓ値が出てき

ます。Ｉｓ値は、震度６から７程度の大規模地震に対する建物の安全性を評価す

る指標であり、０．３未満の場合、倒壊・崩壊の危険性が高い。０．３以上０．

６未満の場合、倒壊・崩落の危険性がある。０．６以上の場合、倒壊・崩落の危

険性が低いとされています。

まず、文化センターについてお伺いします。

文化センターは、昭和４５年竣工、築５５年を迎えています。耐震診断はいつ

実施され、結果のＩｓ値はいくつであったのか、お伺いをいたします。

社会教育課長 文化センターの耐震診断は平成２１年度に実施をしております。

その結果、１階大ホールのＩｓ値が０．２４と、建物全体で最も低い数値とな

ったため、文化センター全体の耐震性能が低いというふうに判断をしております。

大住文子議員 Ｉｓ値、特に大ホールのＩｓ値が０．２４ということで、０．３を下回ってお

り、大規模地震が発生した場合、倒壊や崩落の危険性が高いと評価される水準で

した。

耐震診断から今年で１６年がたちますが、これまで耐震補強を行わなかった理

由をお伺いいたします。

社会教育課長 耐震補強工事、特に大ホールの耐震補強を行うには、大規模な部材の設置等が

必要となり、利用に大きな制限が生じ、また多額の経費が必要となります。

このため、耐震補強工事は行っておりませんが、大ホールの利用をエルデホー

ルのメインホールに移すなどの対応を取っているところでございます。
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大住文子議員 多額の経費等がかかるとのことでした。それでは、大ホールの現在の使用状況

はどうなっていますでしょうか。

社会教育課長 現在、大ホールは原則、使用しないようにしております。ただ、どうしても利

用を希望される方がおられた場合には、耐震性が低いということを説明して、そ

の上で利用をしていただいているところでございます。

大住文子議員 どうしても利用をとのお話でしたが、９月には、手話ダンス甲子園でも大ホー

ルが使われており、また公民館クラブにおいても定期的に通常どおり使用されて

いるということで、耐震性が低いことを説明した上での使用がされているという

現状があります。その利用者の安全対策をどのように考え、また、もしものリス

クに備えて、どのような対策がされているのか、お伺いします。

社会教育課長 先ほども申し上げましたが、安全確保のため、大ホールは原則使用しないよう

にしております。

ただ、先ほど申し上げましたように、どうしても利用したいという方がおられ

た場合には、耐震性が低いことをお知らせしておりますが、あと業者による各種

の点検、それから職員による非常口でありますとか、危険箇所がないかなどの点

検を行い、簡易な修繕については行っているところでございます。

大住文子議員 分かりました。令和６年度にも再度耐震診断を実施されていますが、この診断

を行った目的を教えてください。

社会教育課長 文化センターにつきましては、先ほど申し上げました大ホールの耐震性が低い

ために施設全体の耐震性が低いというふうに判断をされております。このため、

この大ホール以外の部分が、例えば大ホールを撤去もしくは構造的に分離した場

合に継続して使用することができるかどうかを確認するために、令和６年度に耐

震診断を実施しております。

大住文子議員 それでは、この診断の内容と、その結果をお聞かせください。

社会教育課長 診断の内容としましては、大ホールを撤去もしくは構造的に分離したというふ

うに想定をして大ホール以外の部分、いわゆる公民館部分ですが、こちらの例え

ば壁などのコンクリートを現地で採取したり、分析、構造計算を行って耐震診断

を行っております。

結果としましては、公民館部分だけであれば利用が可能というふうに結果が出

ております。

大住文子議員 この診断結果を町としてはどのように受け止められましたでしょうか。

社会教育課長 今後、大ホールにつきましては原則使用しないこととしまして、公民館部分に

ついては継続して利用したいというふうに考えております。

大住文子議員 それでは、今後文化センターはどのような整備方針で進まれていく予定があり

ますでしょうか。

社会教育課長 この文化センターは建設から５５年を経過しております。耐震改修工事や大規

模改修工事を実施するには多額の経費が必要となります。このため、この大ホー

ル部分の機能をエルデホールのメインホールに移すなど、周辺の公共施設と連携

を図って利用していきたいというふうに考えております。

大住文子議員 文化センターについて、大規模改修は困難で、機能を周辺施設と連携をしてい

くとの方向が示されました。利用者の安全を最優先にお願いしたいと思います。

次に、第２体育館についてお伺いをいたします。

第２体育館は昭和４４年竣工、築５６年が経過しています。まず、耐震診断を

実施されていますでしょうか。また、その結果をお伺いいたします。

社会教育課長 第２体育館につきましては、耐震診断は行っておりません。

大住文子議員 耐震診断を行っていないとのことですが、その理由をお聞かせください。
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社会教育課長 この第２体育館と同時期に建設されました別の学校の体育館、こちらが耐震診

断の結果、耐震基準を満たしていなかったという結果が出ております。というこ

とで、同時期に建てられた建物であるということで、耐震基準を満たしていない

というふうに考えて耐震診断については行っていないところです。

大住文子議員 それでは、第２体育館は今、使用状況としてはどのようになってますでしょう

か。

社会教育課長 第２体育館につきましては、令和６年度、それから７年度も使用されておりま

して、現在定期的に使われてる団体が１団体ございます。

大住文子議員 １団体のみで、あとはないのでしょうか。

社会教育課長 利用される方につきましては、例えば第１体育館が塞がっていたとか、ほかの

施設が使えなかった場合に、どうしても使いたいという方が第２体育館を使われ

ることが、ごくたまにございます。

大住文子議員 耐震状況が不明のまま使用されている団体もあるとのことでした。利用者の安

全対策はどのようにされておりますでしょうか。

社会教育課長 先ほど申し上げました定期的に使用されている団体に対しましては、耐震診断

を行っていませんが、耐震基準は満たしていないということ、それから将来的に

は体育館としては使用できなくなりますということを説明して、小中学校等のほ

かの施設の利用を勧めているところでございます。

大住文子議員 それでは、現在使用されている団体に耐震基準を満たしていない等の説明をさ

れて、ほかの施設の利用をしてくださいと促しても、その団体は第２体育館の利

用を続けておられるということで、ほかの施設の利用はされないっていうことで

よろしいでしょうか。

社会教育課長 これも、その利用しようとされる時期とかの関係もございまして、第２体育館

の利用についてはできる限りほかの施設を使っていただくようにはお話をするよ

うにはしております。

大住文子議員 分かりました。公共施設等総合管理計画には、第２体育館について「危険度が

高まった時点で廃止・撤去を検討する」と記載されています。この「危険度が高

まった時点」とは具体的にどのような状態を想定されているのかお伺いいたしま

す。

社会教育課長 具体的な判断基準というのは定めてはおりませんが、例えば、壁や柱等のコン

クリートが剥落、落ちる、それから鉄筋の暴露等、そういった症状が建物の広範

囲で確認される状態となった場合を考えております。

大住文子議員 このまま第２体育館の使用を続けるのは安全上どうなのでしょうか。町の見解

をお伺いいたします。

社会教育課長 この第２体育館の利用を希望される方には、第１体育館でありますとか、あと

町内のほかの各小中学校の体育館の利用を案内し、第２体育館の利用については

できるだけ制限を強化していきたいというふうに考えております。

大住文子議員 使用の制限を強化されるとのことですが、安全面を考えると、使用することに

は不安を感じます。今後、第２体育館の整備方針はどのようにされるのでしょう

か。

社会教育課長 この第２体育館につきましては耐震基準を満たしていないというふうに考えら

れるため、時期は未定ですが、体育館としての使用を中止したいというふうに考

えております。

大住文子議員 時期は未定ですが、使用は中止とのご答弁でしたが、安全面を考えると、でき

るだけ早い段階で判断をする必要があると考えますが、その辺はいかがでしょう

か。
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社会教育課長 今おっしゃられますように、使用を中止する時期につきましては、できるだけ

検討してまいりたいと思います。

大住文子議員 よろしくお願いいたします。文化センターと第２体育館については、本町地域

防災計画の地震災害計画の中で、指定避難所になっております。防災マップでも

避難所として指定をされています。耐震補強がされていない施設を避難所として

利用することについて、どのようにお考えでしょうか。

住民生活課長 地域防災計画に記載されております指定避難所につきましては、災害が発生ま

たは発生するおそれがある場合に、その災害の内容によって避難する場所を設定

しております。おっしゃられております文化センター、それから第２体育館につ

きましては、地震発生以外の場合の避難所として指定しております。しかしなが

ら、議員のご指摘のとおり、耐震補強がされていない施設を避難所として指定し

ていることについては、あまり好ましくないというふうに認識しております。

９月議会で大住議員からご質問のあったペット対応避難所の確保、また今回の

ご質問にもありますように、耐震補強がされていない施設の取扱いなども合わせ

て、今現在避難所全体の見直しを行っているところでございます。

大住文子議員 分かりました。指定避難所は、安全に過ごせることがもう大前提ですので、ま

たご検討よろしくお願いいたします。

次に、生活科学センターについてお伺いいたします。

生活科学センターは、昭和４６年竣工、築５４年がたっています。

公共施設等総合管理計画では、耐震診断により「要改築」すなわち改築の必要

性があると示されています。耐震診断はいつ実施されましたでしょうか。また、

Ｉｓ値はいくつだったのかお伺いいたします。

地域振興課長 平成１３年に耐震診断を行っております。１次診断で不適格と判定されており

ます。Ｉｓ値は０．２４でございます。

大住文子議員 文化センターと同じＩｓ値の０．２４ということでした。

築３０年がたった時点で、既にそのときの平成１３年ということですので、０．

２４という結果が出ており、２４年前から要改築と診断されています。改築もさ

れず、耐震補強もされていません。その理由をお聞かせください。

地域振興課長 この建物は平屋でございますし、利用者も少ないという状況でございました。

重要な施設から順番に補強していったという経緯でございます。今言われたよう

に、ですので、改めて見直して、耐震化に向けて検討してまいりたいと考えてお

ります。

大住文子議員 分かりました。それでは現在の使用状況はどうなっておりますでしょうか。

地域振興課長 神崎郡消費生活中核センターの業務を主に行っておりまして、そのほか、消費

者の会の拠点や調理室・講義室を備えております。常時２から３名の職員が従事

しておりまして、利用人数につきましては１，５００名程度が年間利用している

という状況でございます。

大住文子議員 年間１，５００名という大勢の方々が利用されていることが分かりました。利

用者の安全対策はどのように考え、また、もしものリスクに備えて、どのような

対策がされているか、具体的にお伺いいたします。

地域振興課長 建物の状況度を目視等で定期的に確認しております。維持補修はその都度行っ

ておるという状況でございます。

大住文子議員 分かりました。それでは、今後の生活科学センターの整備方針についてお聞か

せください。

地域振興課長 維持コストの低減を図りながら長寿命化を考えて使用してまいります。

大住文子議員 常駐の職員もおられ、年間利用者１，５００名ということで、また要改築との
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診断から２４年も経過していることを踏まえますと、耐震化が急務であると考え

ます。

文化センター、第２体育館、生活科学センター、このいずれの施設においても、

まず何よりも優先されるべきは住民の安全であると考えております。災害はいつ

起こるか予測できません。気象庁は地震活動の特徴として多くの場合、大地震は

突然発生するとしています。過去の大地震もそうでした。

本町の地域防災計画・地震災害対策計画によりますと、町内で想定される地震

の震度として、南海トラフ地震では震度５強、山崎断層帯地震では震度５強から

６弱とされています。

こうした状況を踏まえると、老朽化し、耐震性が十分でない施設を現状のまま

使い続けることに強い危機感を抱いており、大きな問題であると考えております。

施設の利用継続について早急に検討する必要があるのではないでしょうか。

また、公共施設等総合管理計画には、「公共施設（機能）の集約・廃止等を検

討する公共施設の適正化」を進めるための取組の記述がございます。

また、この計画にありますように、現在は各施設の所管の課が管理をしており

ますが、今後は部局横断的な組織体制づくりへ、（仮称）「公共施設整備事前協

議制度」の導入を早急に進めるべき段階に来ていると考えます。

町としての方向性を早期に示す必要があるのではないでしょうか。町の見解を

お伺いいたします。

企画財政課長 第７次行政改革実施計画（案）の「３２．公共施設マネジメントの推進」の中

で公共施設の廃止・統合、複合化を今後検討していくこととしておりますので、

部局横断的な検討委員会などの設置を含め、検討していきます。

大住文子議員 ありがとうございます。一刻も早く方向性を示していただき、具体的な取組に

進んでいただけますよう、ご検討をよろしくお願いいたします。

次に、重点支援地方交付金の活用についてお伺いいたします。

物価高騰、とりわけ食料品の値上がりが続き、町民生活の負担は大きくなる一

方です。住民の皆様からは「これだけしか買ってないのに、えっと思うほど支払

いが増えている。本当にどうにかしてほしい」といった切実な声が寄せられてい

ます。政府の総合経済対策の裏づけとなる２０２５年度補正予算は、１６日の参

院本会議で可決成立いたしました。

その中で、自治体が独自の物価対策に活用できる重点支援地方交付金には総額

２兆円が充当されています。

議長、ここで資料の配付の許可をいただきたいのですが、よろしいでしょうか。

議 長 はい、許可いたします。

大住文子議員 ありがとうございます。ＳｉｄｅＢｏｏｋｓの議会資料、定例会・臨時会、第

５２１回定例会、一般質問の大住の資料「重点支援地方交付金の拡充」をご覧く

ださい。

こちらの左側に、重点支援地方交付金のうち、「生活者支援」の推奨メニュー

が載っています。主なメニューとして、上からプレミアム商品券やおこめ券の配

布、電気やガス代の補助、小中学校の学校給食費支援、水道料金の減免、省エネ

家電等への買換え促進など、家計支援を後押しする政策が盛り込まれています。

住民の皆様からも「重点支援地方交付金で、福崎町はどんな支援をやってくれ

るのか」また、「いつになるのか、早くやってほしい」との声が寄せられていま

す。

そこでお尋ねいたします。国が推奨したメニューのうち、本町として現在どう

いったものを検討されていますか。
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また、特に「迅速に対応でき、幅広い層に行き渡る施策」はどういったもので

しょうか。

企画財政課長 令和４年度に新型コロナウイルス感染症対応として、地域活性化商品券事業を

実施しました。この事業をもう一度実施できないか検討しているところです。

また、令和８年度の中学生給食費無償化についても、この交付金を活用したい

と考えております。

大住文子議員 分かりました。ご答弁にありました地域活性化商品券というのは、どこのお店

でも使えるのでうれしいとの声をよく聞きました。一方で、事務コストや時間が

かかるのではないでしょうか。地域活性化商品券事業の場合、事務コストの内容

とかかる費用を教えていただきたいと思います。また、事務コストは交付金の

何％を占めているのでしょうか。

企画財政課長 令和４年度に実施しました地域活性化商品券事業では、全町民に町内の店舗等

で使用可能な商品券を１人当たり５，０００円配布しました。対象は１万８，９

０５人で、商品券換金費用が９，３００万円プラス事務費５００万円でした。こ

れを全て交付金で賄おうとすると総事業費９，８００万円に対し、事務費が５０

０万円ですので、コストは交付金の５％となっております。

大住文子議員 分かりました。推奨メニューの中に、事務コストを軽減できる事業などはあり

ますでしょうか。

企画財政課長 コストの少ないものとしましては、プレミアム付商品券事業や現金給付などが

考えられますが、どれもコストはかかります。広く住民に使え、効果が分かりや

すいものとして、紙での商品券配布は物価高騰対応として有効なものと考えてお

ります。

大住文子議員 分かりました。いずれにしても、物価高騰、特に食料品の値上がりは、日々の

生活を圧迫しており、一刻も早く住民の皆様に届くことが重要であると考えてい

ます。今後のスケジュール、また実際に恩恵を受けられる時期は、現時点ではい

つ頃となりますでしょうか。

企画財政課長 １２月１６日に重点支援地方交付金の福崎町の限度額が示されました。限度額

は２億３６６万４，０００円となっております。

今後、商品券事業でしたら、町の補正予算の議決後、事業に着手し、準備に２

から３か月、その後、各家庭に商品券を郵送しますので、早ければ令和８年の５

月から６月の間には各家庭に商品券が届き、それを対象の町内店舗で使えるよう

になると考えます。

大住文子議員 来年の５月から６月とのことで、思った以上に時間がかかってしまうことが分

かりました。町としてスピード感を持って対応していただけますよう、よろしく

お願いいたします。

続きまして、福崎駅周辺の土地利用の方針についてお伺いいたします。

都市計画マスタープランには、「風格のあるまちの顔づくりに努め、駅周辺の

にぎわいを創出する」と示され、さらに「ＪＲ福崎駅周辺整備に合わせて新たな

商業施設の誘致を図り、都市機能誘導区域として設定する」とあります。

都市機能誘導区域とは、都市再生を図るため、医療施設、福祉施設、商業施設

などの都市機能増設施設の立地を誘導すべき区域とされており、福崎駅前はまさ

に本町の重要な拠点であります。

また、同じくマスタープランに「公共交通機関利用者や近隣住民の利便性施設

の整備された住宅地及び来訪者に対する交流拠点として“まちの顔”と位置づけ、

本町の玄関にふさわしい土地利用を進める」と記されております。

しかしながら、現在の駅前周辺はドラッグストア以外は新たな商業施設の出店
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は見られません。都市計画マスタープランが示す商業施設の誘導やにぎわい創出

の取組が十分に進んでいないのではないかと感じています。

町民の方からは、「気軽に立ち寄れるカフェなどのお店がもっとほしい」とい

った声も寄せられています。

そこで質問です。２０２０年にドラッグストアが開店いたしました。この店が

出店した経緯を教えてください。

まちづくり課長 現在のドラッグストアがございますＪＲ福崎駅周辺につきましては、平成２

６年度から令和元年度にかけまして整備を行っています。当時は食料品等の買い

物ができる箇所は１か所しかございませんでした。商業施設が少ない状況でござ

いました。

このため、整備により、空きスペースとなる旧交通広場の箇所において、商業

施設の誘致を図り、現在ウエルシアに出店していただいている状況となってござ

います。

大住文子議員 それでは、新たな商業施設の誘致について、現在どのような取組を行っておら

れるのでしょうか。

まちづくり課長 企業誘致につきましては、今後、福崎駅田原線、千束新町線の開通に伴い、

駅前及び沿線の地域の活性化を図るためにも地元と合意形成を図り、また、都市

計画審議会にもお諮りする必要がございますが、大規模な店舗等が出店できるよ

うに、用途地域の見直しをしていきたいと考えており、そうなれば民間活力によ

る発展を期待しますが、現在のところ、整備した箇所以外での企業誘致等は行っ

ていません。

大住文子議員 大規模店舗の出店の可能性のお話がありましたが、カフェなど、気軽に立ち寄

れる店舗の出店を促すような支援策はございますでしょうか。

まちづくり課長 対象は直近の用途が住宅であった空き家に限られますが、その改修工事に要

する費用の一部を補助する福崎町空家活用支援事業を令和６年に創設しています。

区分としては、住宅型の一般タイプ、住宅型の若者・子育てタイプ、事業所型の

３種類がございまして、そのうちの事業所型については、店舗、事務所等を対象

としているため、築２０年以上、耐震性能を確保している等の条件はございます

が、カフェ等の店舗を出店していただく際には本事業を活用していただければと

思っております。

大住文子議員 空家活用支援事業を活用すれば、出店も可能とのことでした。この事業につい

て、町としてはどのように周知やアピールをされていますでしょうか。

まちづくり課長 この事業につきましては、広報、またホームページでも周知・アピールをし

ているところでございます。また、空き家所有者に対しまして、令和６年に福崎

町では空家等活用促進特別区域に指定されたことによりまして、空き家の所有者

は町に空き家の情報の届出をする必要がございますので、町からその空き家の所

有者に対しまして、その届出を提出してくださいというふうに通知をしておりま

すけども、その通知の際に、こういった事業のアピールも併せて資料を同封して

アピールをしているところでございます。

大住文子議員 このような事業があることを、特に若者世代の方々に対して積極的に情報発信

をしていただけたらと思います。駅前周辺の土地利用の方針として、「にぎわい

創出に向けて」、また「本町の玄関にふさわしい土地利用を進める」とあります

が、これまでの取組をお聞かせください。また、今後はどのような具体的な施策

を進めていかれますでしょうか。

まちづくり課長 「本町の玄関にふさわしい土地利用を進める」ための取組としては、公共交

通結節点機能の向上を図るために、交通広場の整備、県道甘地福崎線の整備、町
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道駅南幹線の整備を行いました。

「駅周辺のにぎわいを創出する」ための取組としましては、福崎駅の周辺整備

において、交流創出ゾーンとして交流広場、商業ゾーンとして現ウエルシアの施

設用地、このほか、ただの観光案内所ではなく、待ち時間に町民と来訪者との交

流ができるように福崎駅前観光交流センターを設けています。秋祭りの際には、

各集落の屋台が交流広場内でねるなどし、また、Ｆｕｋｕｆｅｓや、えき酒場な

どのイベントを催し、にぎわっているのではないかと思います。このほか、先ほ

ど申し上げました福崎駅田原線、千束新町線の開通に伴う用途地域見直しによっ

て民間活力による発展を期待しているところでございます。

大住文子議員 分かりました。福崎駅周辺は、都市計画マスタープランにあるように、本町の

玄関口であり、駅の改札を抜けた先に広がる光景は、訪れた人が最初に目にする

もので、町の印象を大きく左右する大切な場所であります。

また、そこに住み続ける地域の方々が暮らしやすくなったと感じていただける

ことこそが、一番大事なことではないかと考えます。

福崎駅田原線、千束新町線の開通により、今後駅前周辺のにぎわいが創出され

ていくよう、さらなる取組の推進を期待いたします。

以上で、一般質問を終了いたします。

議 長 以上で、大住文子議員の一般質問を終わります。

本日の一般質問はこれにて終了いたします。

以上で、本定例会３日目の日程は全て終了いたしました。

次の定例会４日目は、明日１２月１９日午前９時３０分から再開いたします。

本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。

散会 午後 ４時２２分


